
【毒見】

チーム医療推進方策検討WG 開催要綱

1.趣旨

rチーム医療の推進について｣(平成 22年 3月 19日 チーム医療の推進に

関する検討会取りま上め)を受け､同報告書において提言のあった具体的方

策の実現に向け､チーム医療を推進するための方策について検討を行う｡

2.検討課鹿

○ チーム医療の取組の指針となるガイ ドラインの策定

○ 上記ガイ ドラインを活用したチーム医療の普及 ･推進のための方策

○ 各医療スタッフの業務範囲 ･役割について､さらなる見直 しを適時検討

するための仕組みの在り方

○ その他

3.構成鼻

会津の構成点は別紙に掲げる有識者とする｡ただし､必要に応じ､関係者

の出席を求めることができる｡

4.運営

本会議の庶務は､厚生労働省医政局で行う｡

議事は公開とする｡
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各要望事項に係る論点整理について (法律改正に関わる事項)

1.日本薬剤師会からの要望について

要 望 内 容 論 点

1 ~在宅における薬物療法-の適切な関与 ○ ｢計数調剤｣及び ｢計数変更｣とは､どのようなも

要軍書 ･患家 (居宅)において､医師の処方せんに のか○

嘩 轍2) 基づき､内服薬等の計数調剤を行うこと ○ 在宅医療の必要性が高まる中､薬剤師法第 22条に

P.1 ･調剤した薬剤を患家 (居宅)にて交付する 基づく厚生労働省令を見直し､一定の範囲内で､処方

際､残薬状況や患者の状態に応じて､処方 医-の疑義照会を行った上で､薬剤師が居宅において

医-の疑義照会を行った上で､薬剤の計数 計数調剤 (計数変更)を行 うことを認めることは考え

変更を行うこと られるのではないかo

○ その場合において､どのような範囲で認めることと

するか､居宅において計数調剤 (計数変更)を行 うこ

とが必要となる具体的な状況等も踏まえ､検討するべ

きではないかo

2 患者等からの求めがあった場合､処方医-の ○ 実技指導を行 うに当たつては当該行為自体を薬剤

要撃専 同意を得た上で､調剤した薬剤の使用方法に関 師が行うことができることが前提となるが､現行の薬

(#&2)する実技指導を行 うこと 剤師養成課程において患者の身体に触れることは前

P.1 握とされておらず､認めることとした場合､養成課程

○ なお､提案の内容には診療の補助に当たる行為が含

まれており､保助看法との整理についても留意が必要

ではないかo

3 -般用医薬品を含めた医薬品の適正使用に ○ -般用医薬品に係る相談応需等について､任意の対

妻軍事 関する医師との連携 応ではなく､薬剤師の義務としなければならない理由
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2.チーム医療推進協議会からの要望について

要 望 内 容 論 点

1要車重 <日本救急救命士協会>救急救命士が業務を行 う場所の制限緩和 ○ 医療機関等と連携 して､傷病者に対し､救急現場に

傍 線か おける処置､適切な搬送先医療機関の選定､医療機関

P.4 -の迅速な搬送､搬送途上における処置等傷病者の救

命率の向上や後遺症の軽減等を図るとい う救急救命

士制度の制度趣旨にかんがみ､その活動として想定さ

れる範囲内と考えられるかo

○ 救急救命士は､医師の指示の指示を受けなければ､

救急救命処置を行 うことができないが､要件を満たし

た民間救急車の中で救急救命士が救急救命処置を行

うにあたって医師の指示を受ける体制 (メディカルコ

ントロール体制)をとることができるかo

2要撃雷(喪如?)･P.6t1-7 <日本歯科衛生士会>歯科衛生士が予防処置を実施する場合の歯科医師の関与の程度の見直し (法制化に向け検討中)

4要撃妻 <日本診療放射線技師会>検診車における医師の立会いの見直し ○ 照射装置の性能の向上も踏まえ､検診車におけるⅩ

(筆触3) 線照射のリスクについて検証した後に検討すべきで

P1.8 はないかo

5要筆書 <日本診療放射線技師会>卒後臨床研修制度の確立 ○ 団体で実施されている研修制度の実施状況も踏ま

(#*3) え､法律に研修の努力義務を規定することの意義をど

P.9 のように考えるかC

6要筆書 <日本診療放射線技師会>ⅠGRT (画像誘導放射線治療)による放射線 ○ 診療放射線技師の業務範囲の拡大の内容としてと

(資料3) 治療の際､虻門内のガスを吸入するために行 う りまとめを行った ｢下部消化管検査に関連する業務｣

P.10 虹門からのカテーテル挿入 と同様の処置として､当該拡大の一つとして位置づけ

ることが考えられるかC

7要望書 <日本理学療法士協会>理学療法の対象に ｢身体に障害のおそれのあ ○ ｢身体に障害のおそれのある者｣に対する理学療法

(竿秤3) る者｣を追加する とは､どのような内容を想定しているのかo診療の補
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8要撃辛 <日本臨床衛生検査技師会>微生物学的検査等の検休採取の実施 ○ 臨床検査技師が行う採血行為については､｢血液を

(竿料S) ア)インフルエンザ抗原検査における綿棒に 検体とする検査において特に高い精度と迅速な処理

イ)微生物学的検査における体表組織 (皮膚) 貫して行う必要がある場合に備えたものであり､採血

の採取 行為それ自体は臨床検査技師の本来業務ではないこ

ウ)旺門からのスワプに.よる便採取 と｣とされているo

○ 要望事項に係る行為について､採血行為に係る上記

趣旨と同様の整理を行うことができるものがあるかo

○ 微生物学的検査の具体的な内容はなにかoまた､検

体の種類はどのようなものか○

9.車重事 <日本臨床細胞学会細胞検査士会>細胞検査士が細胞診検体を陰性と判定した ○ 細胞検査士は国家資格ではないことから制度上の

(資和声) 報告書の作成と提出 見直しは想定されない○

P.13 ○ 一方､患者に報告書を提示することが想定されてい

るとすれば､診断行為に該当する可能性がある.ことか
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各要望事項に係る論点整理について (法律改正に関わらない事項)

1.日本薬剤師会からの要望について

1 在宅患者に調剤を行 う際の処方せん送信手 ○ 現行､ファクシミリにより認められているものと同

要軍事 段の合理化 様､患者の送信手段についてメールを追加するもので

(筆耕皇)F;負 あり､また､薬剤の交付時には処方せん原本との突き

合わせが行われることとなっていることから､認めた

2.チーム医療推進協議会からの要望について

要 望 内 容 論 点

1衰喪章(棄粁3)-卓.I.i卓 <日本医療社会福祉協会>社会福祉士の援助技術や相談支援体制の変更に伴う研修システムの支援 ○ 支援としてどのような内容を想定しているのかO

2重葺雷 く日本医療社会福祉協会>･救急救命センター-の社会福祉士の配置 ○ どのような制度において配置基準を設けることを

(筆軒3)p--go ･地域支援病院-の在宅拠点事業担当社会福祉士の専任配置 想定しているのかo

3要撃事 <日本栄養士会>包括的指示に基づいた病棟における管理栄 ○ ｢医療スタッフの協働 .連携によるチーム医療の推

(賛料3) 養士の業務拡大 (食事内容の変更､栄養食事指 進について｣(平成 22年4月 30日付け厚生労働省医

･P.21 導の判断 (診療報酬で諌められる行為を含む)) 政局長通知)において､一般食について､医師の包括

的な指導を受けて､その食事内容や形態を決定し､又

は変更することは管理栄養士の行いうる業務とされ

ているo

一方､特別食については､栄養食事指導の判断等が
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4雫軍事 <日本栄養士会>包括的指示に基づいた ○ 緩和ケア領域､摂食機能療法領域において管理栄養

(*#3)P.字2､23 ･緩和ケア領域による管理栄養士の業務拡大(食形態､食事内容の変更)･摂食機能療法領域における管理栄養士業務の拡大 (食形態､食事内容の変更) 士が関わることは､現行においても可能ではないかo

5要望垂 <日本救急救命士協会.>救急救命士の処置範囲拡大に必要な追加教 ○ 実施体制の確立と支援の具体的な内容として想定

(賢粁_3) 育 .講習の民間救急救命士-の実施体制の確立 されているものはなにかo

6要嚢宰 <日本言語聴覚士協会>包括的指示に基づいた､高次脳機能障害 (課 ○ 検査の選択については､どの程度の内容が想定され

(筆料3)～知症含む)､失語症､言語発達障害､発達障害 ているのかo

P.-.25 などの評価に必要な臨床心理 .神経心理学検査 ○ 検査結果の解釈について､診断に及ぶものは医行為

種目の選択 .実施及び検査結果の解釈 であるため言語聴覚士が行 うことは困難であるが､最終的に医師が診断を行うことを前提に､言語聴覚士が所見をまとめ､医師の診断を補助することは可能ではないか○

7要軍事 <日本言語聴覚士協会>包括的指示に基づいた診療放射線技師との ○ 現行において､言語聴覚士と診療放射線技師が連携

(賓料3)嚇下造影の実施 して､噴下造影検査を実施することは可能ではない

p-.26 か○



醸 療3)実施･訪問リハビリテーションにおける複数職種による同時訪問 ており､現行においても実施可能ではないか○

P.28 ○ 制度上､どのような対応を想定しているのかo

10垂軍事(資粗めP.J.29 <日本作業療法士協会>医師の包括的指示に基づき､福祉用具等の導入の適応や環境整備を検討 し､適応訓練を実施 ○ 制度上､どのような対応を想定しているのか○

ll東軍雷(#*':3)p.30 <日本理学療法士協会>理学療法士の病棟配置の推進 ○ 制度上､どのような対応を想定しているのかo

13要軍事 <日本理学療法士協会>訪問リハビリテーション事業所以外で医業 ○ 制度上､どのような対応を想定しているのか凸

づいた訪問リハビリテーションの実施 訪問リハ ビリテーション事業所の医師による診察 と

リハビリテーションの指示がなければ､介護報酬の対

象とならないo

14要軍事 <日本臨床衛生検査技師会>生理学的検査の項目の追加 (味覚検査､嘆覚 ○ 関係学会の意見を踏まえ､検査項目を追加すること

(資粁?)p:133 検査等) としてはどうか○

15衰垂辛(資料3)p-.34 <日本臨床細胞学会細胞検査士会>包括的指示に基づいた細胞 .組織標本に対して施行した特殊染色の実施 ○ 制度上､どのような対応を想定しているのかo
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平成25年4月16日

チーム医療推進会議

座 長 永井 良三 殿

チーム医療推進会蔑

香 長 安部 好弘

チーム医療における薬剤師の業務範囲の見直しについて (要望)

El々 高度化する医療において､今後､医師を中心としたチーム医療の中で､薬剤師が

下記の業務を通じて専門性を発揮することにより､多職替協働によるチーム医療の推進

に貢献できると考えておりますので､速やかな御検討をお顔い致します｡

記

1.在宅における薬物療法-の適切な関与

｢チーム医蕪の推進に関する検討会｣の報告書 (平成22年3月19日､厚生労肋省)

では､薬剤師の役割として､在宅医療をはじめとする地域医療において主体的に薬物

治療に参加することが求められているものの､頭状では薬剤師が十分に役割を果たす

ことができていなしヽ

一方､在宅医療における療葉上の問題に関する雨査では､r薬の管理が必要｣という

回答が高い割合で示されており､医師との協働や多柵瞳との連携を通じて､在宅での

薬剤の管理 ･指導に対する薬剤師の関与を求められている｡

<要 望>

薬剤師が在宅でのチーム医療において､専門性をより適切に発揮できるよう､次の

業務を可能にするための所要の持直を行っていただきたし㌔

(1)患家 (居宅)において､医師の処方せんに基づき､内服薬等の計数調剤を行う

こと

(2)調剤した薬剤を患家 (居宅)にて交付する際､残薬状況や患者の状態等に応じ

て､処方医-の疑義照会を行った上で､薬剤の計数変更を行 うこと

(3)患者等からの求めがあった場合､処方医の同意を得た上で､調剤した薬剤の使

用方法に関する実技指導 中)を行うこと

(*)実技指導の例 :

身体-の/レート確県済みの湊合における注射剤のセット､鯛 .詞藍.

外用薬の使用方法など

1

2.在宅患者に調剤を行 う際の処方せん送信手段の合理化

薬剤師が在宅患者向けに調剤を行う際､その準備行為は､処方せんがファクシミリ

により送信された場合にかぎり認められているが､環状､在宅医療の現場ではファク

シミリを利用できない場合が多い｡

また､現行制度下では､送信手段がファクシミリに限られているため､処方せんの

交付から祈剤が完了するまでの過程において､患者､患者家族､医師､医療 ･介津従

事者に不必要な手間や時間的負担を強いている場面も少なくない｡

<要 望>

今後､在宅医療における調剤が､在宅医療の実情に即した形で行えるよう､ファク

シミリのほか､電子メールにより送信された処方せんの画像情報(イメージスキャナ､

デジタルカメラ等で作戎)の活用など､処方せんの交付､授受及びそれに伴 う謂剤に

関する取扱いについて､合理化していただきたし㌔

3.一般用医薬品を含めた医薬品の適正使用に関する医師との連携

一般用医薬品の使用にあたっては､購入者自らの誤った判断によって､必要な受診

の機会が失われる場合もあることから､薬剤師が相談等を通じて得た必要な情報を医

師､歯科医師-伝達することも､基本的かつ重要な役割である｡

<要 望>

地域におけるチーム医療という観点から､｢般用医薬品に係る相談応需 (医師への

連絡､紹介状の作成を含む)業務の位置づけを明確にすることにより､薬局の薬剤師

が地域の医師等と十分かつ適切に連携できるようにしていただきたしヽ

以上



[車ヨ

チーム医療推進に関する要望事項

チーム医療推進協議会

I チーム医dt推進のための稔椿的な婁皇暮4

1)卒前教育におけるチーム医療教育 (連携故青等)の推進

2)専門織の賞の向上のための塊床研修システムの確立と支援

3)免許更新制度の推進

4)包括的指示の積極的な運用と活用範囲の拡大

5)全破種の身分法への r連携｣項目の追加

Ⅱ 法律改正等を伴う各団体の要望書現

< 日本救急救命士協会 >
･救急救命士が兼務を行う場所の制限練和 (救急救命士法第44条第2項の改正)

･一定要件を満たす法人に対し七枚急救命士を救急 .災害現場へ派並する自動車を緊急自動車 (救急

用自動車)として指定追加

< 日本歯科衛生士会 >
･法第 2条第 1項に定める "歯 .口腔疾患の予防処dL"を実施する場合の "歯科医師の直接の指導"

を､歯科医師との緊密な連携とその指導を権保した上で､歯科医師の直接の指導までを要しないと

する主旨に改める

･法第2条第 1項に規定する ｢女子｣を r者｣に改め､男子について､附則により準用規程されてい

る現状を改める

< 日本診療放射棉技師会 >

･検診車における医師の立ち会いについて (診療放射線技師法第26条の改正)

･卒後睡床研修制鹿の確立

･放射線治療における旺門からのカテ-テル挿入

< 日本理学療法士協会 >

･理学療法の対象としての ｢身体に障害のあるもの｣に ｢身体に障害のおそれのあるものJを追加

< 日本施床衛生検査技師会 .日本臨床細胞学会細胞検査士金 >

･包括的指示に基づいた微生物学的検査等の検体採取の実施 (侵襲性が少ない検体採取)

･包括的指示に基づいた細胞診検体が陰性と判定した報告書の作成と提出

< 日本臨床心理士会 >
･睦床心理椎の国家箕格化の早期実現

･包括的指示に基づいた瞳床心理士による心理相鉄の実施

･包括的指示に基づいた臨床心理士による心理療法の実施

･包括的指示に基づいた埠味心理士による心理査定の実施 (各種心理検査など)

lZI法律改正を伴わない各団体の要望事項

< 日本医療社会福祉協会 >

･援助技術や相政支援休制の変更に伴う研修システムの支援

･救命救急センター-の社会福祉士の配置

･地域支捷病院への在宅拠点車乗担当社会福祉士の専任記置

く 日本栄養士会 >

･包括的指示に基づいた病棟における管理栄養士の兼務拡大

･包括的指示に基づいた緩和ケア領域による管理栄養士の業務拡大

･包括的指示に基づいた摂食機能凍法領域における管理栄養士乗務の拡大

< 日本救急救命士協会 >

･救急救命士の処鵬 朗拡大に必辛な追加教育 .講晋の民間救急救命士への実施体制の確立と支捷

< 日本音椿聴覚士協会 >
･包括的指示に基づいた砲床心理 ･神経心理学検査種目の選択 ･実施

･包括的指示に基づいた診療放射線技師との療下達形の実施

･包括的指示に基づいた噴下訓練 ･抜食機能療法における食物形態等の選択

< El本作兼療法士協会 >
･包括的指示に基づく､チーム医療による坊間リハビリテーションの提供

･包括的指示l=基づいた福祉機番の選別

< 日本診療情報管理士会 >
･妃録の精度担保と情報共有のデータベース構築のための診療情報管理士の役割強化と評価

< 日本理学療法士協会 >

･理学療法士の病棟配置によるチーム医療の推進

･包括的指示に基づいた義肢装具､生活支援機巻等の選別

･包括的指示に基づく､チーム医軌 こよる肪間リハビリテーションの提供

< 日本路床肺生検査技師会 ･日本妬床細胞学会細胞検査士会 >

･JF生労働省令に定める生理学的検査の項目の追加 (味覚検査.qLX検査等)

･包括的指示に基づいた細胞 .租托標本に対して施行した特殊染色の実施

< 日本鴎床工学技士会 >
･カテーテル圭への臨床工学技士の配置

･ペースメーカ植え込み手術 .交換術及び植込み型除細動昔植込み手術ならびに外来診療時の

定期フォローアップにおけるl塩氏工学技士の配置

･兼中治療圭への臨床工学技士の配亜



Ⅱ 法律改正等を伴 う要望事項

(団体別)

田件名 一般社EZl隼人日本敷A救命士飽食

1. 法改正の有無

■ 必要 口 不要

2. 関連のある稔括的な要望事項

口 卒前教育におけるチーム医療教育 (連携教育等)の推進

□ 専門職の井の向上のための鶴床研修システムの確立と支援

口 免許更新制度の推進

b 包括的指示の積極的な運用と活用屯田の拡大

口 全社種の身分法への r連携_I項目の追加

3. 要望項日

数亀畿禽士が義務を行なう嶋… 霞義和 (救亀敵●士法第44条第2額の改正)

4, 異体的な場面

･消防車JLである救急救命士のみの制度充実が阿られ､兼務が官業独占の状況にある｡約 2万人の

民間救急救命士は､国家資格を有していても栄枯を有効活用できていない｡場所制限の規制経和

と官業から民業への市場開放を回ることにより､若者のt用拡大､救急医療をはじめとする医療

を取L)巻く人材不足の解消とチーム医療の推進が行なわれる｡

5. 頻度

･ 医療境関内での救急救命士の業務は､日常臨氏の中で現実に､必要に応じて行われている｡

･公的医療機関における救急救命士の採用も行われている｡

6. 患者にとってのメリット

･超高齢社会に突入した今日､救急搬送需要が年々相加している｡今故も医療機関を受診する高齢者

が増加することは､いうまでもない｡民間での救急救命士による救急車の活用策により､転院搬

送がスムースに行われ､医療棲関のベッドコントロールが促進され､患者の受け入れが可能とな

る｡また､転院搬送時の患者急変時にも救急救命士による救急救命処置等が実施されることによ

り､容態の悪化を未然に防ぐことが出来る｡



団体名 -般社dl法人El木救急救命士砲金

1. 法改正の有無

H_必要 □ 不要

2.関連のある総括的な要望事項

口 卒前教育におけるチーム医療教育 (連携教育等)の推進

口 専門職の東の向上のための曲床研修システムの独立と支援

□ 免肝更新制度の推進

II 包括的指示の積極的な運用と活用範囲の拡大

口 全織牡の身分法への r連携｣項目の追加

3.要望項目

一定葺件を満たす法人に対して敷島救命士を救急 .災書現場へ派遣する自助霊を緊急自動霊 (救急

用自動霊)として緒走追加

4.A体的な4面

･災害時に救急救命士が災害現場にて全く活動できないととともに､迅速に現軌 二匹けつけること

が出来ない｡

･東日本大震災時において救急車が不足したため､大量の透析点者や入院患者をマイクロバス等で

搬送する事態を招いた｡搬送中に容態が急変する患者が発生するなど､不幸にも.搬送中に容態

が急変車内

で死亡した症例があった｡

･救急救命士の活動場所は､法により救急自動車内と場所の制限がある.したがって.救急車を所

有出来なければ活動ができない｡そのため､東日本大震災時には､民間の救急救命士の約2万人

が､救急救命士としての本来の活動ができずに国家的大檎矢を招いた｡

･民間救急で行われる､軽症患者の転院搬送､通院の送迎時に救急救命士が患者の急変に遭遇した

際に､救急車の到着を待ち医療機関に搬送することで容態悪化を来し生命を脅かす状況が現場で

発生している｡

5.頻度

6.患者にとってのメリット

･救急救命士の兼務拡大にあたり､一定の要件を満たす法人が所有する救急用自動車を緊急自動車と

して指定することにより民間の救急救命士が業務を行なうことが可能となり救急医療搬送サービス

事業の市蛾開放につながる｡

･患者急変時に救急車の到着を待たずして､現堀から緊急走行で迅速に医療棟関の搬送を実施でき､

救命率の向上につながる｡

EZl体名 公益社Ea法人 日本歯科衛生士会

1. 法改正の有無

■ 必要 口 不要

2. 関連のある総括的な要皇事項

tj 卒何奴書におけるチーム医療軟膏 (連携教育等)の推進

口 専門恥の箕の向上のための睦床研修システムの確立と支援

□ 免許吏新制度の推進

Ej 包括的指示の積極的な運用と活用施eElの拡大

□ 全牡種の身分法への r連携｣項目の追加

■ その他

3.要望項目

歯科衛生士法 (別妃)の一部改正

① 法事2兵事141=定めるL一歯･口腔疾JLの予防匁t"を美並する4台のrp歯科帥 のtl緒の榊 ''

を､歯科医師との緊密な連携とその指導を確保した上で､歯科医師のtL棒の指導までを要しない

とする主旨に改める｡

(診 法第2粂第 1項に規定する r女子｣を r者Jに改め､男子について､附則により準用規定され

ている現状を改める｡

4.具体的な場面

(彰 保健所や市町村保健センタ-等での難病患者･叶害者を対象とした歯科保健事業や乳幼児健診等

において､歯科衛生士が予防処置としてフッ化物塗布や歯石除去を行う場合に､歯科医師の立ち

会いが必要となるが､地域によっては歯科医師の確保が困難なため､Tl棒の指導ができず､暮兼

の実施に支障が生じている例もある｡

② 歯科口腔保健の推進に関する法律に基づき.平成24年 7月に告示された基本的事項では､乳幼

児期､学齢期､成人期､高齢期の各ライフステージにおける歯科疾患の予防に係る白檀 ･計画の

具体的項目として､うth､歯周病の予防方法の普及が明示され.今後の推進が求められている｡

③ 要介護高齢者等の執焦性肺炎などの発症を予防する上で､介建老人保健搬 等における歯科衛生

士の予防処置等の専門的E]腔ケアが効果的であることから､平成24年度介護報酬改定において､

協力歯科医棚 等との連携による歯科衛生士の口腔脚 持管理加算が新設され､実施の推進

が期待されている｡

5.頻度

① 平成23年度歯科疾患実態調査結果によれば､予防処lEとしてフッ化物塗布を受けたことがある

者は1歳～14歳で 63.6%と報告されているが､今後.幼児期､学齢期に加えて､成人､高齢者

等においても.うtb､歯周病の予防処置としてフッ化物塗布や歯石除去は工事であり､歯科口

腔保健管理の一環として必要性が増加している｡



② 歯科診療所等への通暁が困難な要介護高齢者､障害者 (児)等においては､歯科医師との緊密

な連携とその指導を確保した上で､施設等の生活の場において予防処置を実施する等､対8着

の拡大が見込まれる｡

3. 患者 ･国民にとってのメリット

内閣府の rホ齢者の地域社会への参加に関する寒撫調査｣(平成 21年)によれば､高齢者の生き

がいとして､r友人 .知人と食事や金持を集しむ｣.rおいしいものを食べる｣､r#族とのEgらん｣な

ど.食事や金持などの口腔機能に関することが上位に挙げられている｡

また.近年の調査では､高齢になっても自分の歯を20本以上保持している着 く8020達成者)は､

rなんでも噛んで食べることができる｣者が多く､QOL評価との関連においても有意であり.rよ

く噛めることはQOLを高めているJことを実旺している｡

また､歯 ･口腔の状態と全身疾患との関係では､歯周病菌やE3内軸書の侵入から､糖尿病をはじ

め､心筋梗塞､脳卒中.験瞭性肺炎などとのBI係が指摘されている｡

これらのことから.歯科衛生士の歯･口腔疾患の予防処遍に係る業務を積極的に活用することは.

粗高齢社会における圏民の鐘庫と生活の賞を高める上で有益であると考える｡

/

(別書己)

歯科衛生士法 (昭和23年法律集204号)珍

第2条 この法律において r歯科輔生士Jとは､厚生労働大臣の免許を受けて､歯科医師 (歯科医妻

をなすことができる医師を含む｡以下同じ｡)のTL練の指事の下に､歯牙及び口腔の疾患の予防処鷹

として次に掲げる行為を行うことを兼とする女子をいう｡

- 歯牙霧出面及び正常な歯茎の並離縁下の付着物及び沈着軸を機械的操作によって除去すること｡

ニ 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること｡

2 歯科衛生士は､保健師助産師雷護師法 (昭和23年法律第203号)第31条第 1項及び第32

集の規定にかかわらず､歯科診療の補助をなすことを集とすることができる｡

3 歯科衛生士は､前2項に規定する兼務のほか､歯科衛生士の名称を用いて.歯科保健指導をなす

ことを業とすることができる｡

附則

2 第2条に規定する業務を行う男子については､この法律の規定を準用する｡

団件名 公益社Bl法人 日本診療放射線技師会

1, 法改正の有無

1 必要 口 不要

2. 関連のある軽椿的な要望事項

□ 卒前故事におけるチーム医療教育 (連携教育等)の推進

口 専門職のFの向上のための砲床研鯵システムの確立と支援

□ 免許更新制度の推進

b 包括的指示の積極的な運用と活用範囲の拡大

口 全書種の身分法への ｢連携｣項Elの追加

3. 要望項目

検診霊における医師の立会いについて ･診療放射線技師法等26集の改正

4. 具体的な場面

･検診車における胸部X舟検査､胃X線撮影検査では､医師不足もあり､医師の立会いなしで検診

兼務が行われている (6-7割)｡

5. 頼康

6. 患者にとってのメリット

+検診車における医師の立会いに関する要望雷については､平成 25年 3月26日に医政局長宛に､検診

関連4用件にて要望雷を提出している｡



団体名 公益社団法人 日本診療放射線技師会

1. 法改正の有無

■ 必要 □ 不要

2. 関連のある総括的な要望事項

口 卒前教育におけるチーム匡dE教育 (連携教育等)の推進

I 専門職の羊の向上のための臨床研俸システムの確立と支援

□ 免許更新制度の推進

口 包括的指示の積極的な運用と活用棚 の拡大

□ 全微積の身分法-の ｢連携J項目の追加

3. 要望項目

卒銀飯床研修制度の確立

4. 具体的な場面

･医療専門鞍のうち看護師の新人臨床研捗が制度化 (努力義務化)されている｡榊 放射線技師は､

患者と正に揺する医療恥として､また.絶対的医療行為である放射線の照射を行う医療地であるこ

とから､施床研俸制度の確立を要望する

5. 頻度

6. 患者にとってのメリット

･安心で安全な放射線医療の提供ができる｡

団体名 公益社Eil法人 日本診療放射絶技由i会

1. 法改正の有無

■ 必要 □ 不要

2. 僻遠のある捨括的な要望事項

口 卒前教育におけるチ-ム医療教育 (連携教育等)の推進

□ 専門鞍の耳の向上のための盛床研♯システムの確立と支捷

□ 免許更新制度の推進

■ 包括的指示の積極的な運用と活用抱囲の拡大

口 全敗種の身分法への r連携｣項目の追加

3. 要望項目

放射線治療におけるm からのカテーテル挿入

4. 具体的な場面

･前立腺放射線治療時の旺円内のガスを吸入するため､医師.看護師が主に行っているが､診療放

射線技師が行っている施政も多い｡

5. 頻度

･IGRT (画像誘導放射線治療)が一般的となっており､画像律法にJ:つて直腸部のガスの脱

ができるため､近年､棚 にカテーテルを挿入しガスを吸入する方法がとられている｡

6. 患者にとってのメリット

･直沸内のガスの柵 後､すぐに処正をすることができ､スムーズな放射線治療が施行できる｡

*チーム医療推進会練.社会保什審縫会医療部会で乗託された下部消化管検査時の肛門確故､カテ-千

ル挿入と同じ処置であることから､放射線治療時も肛門からのカテーテル挿入も診療放射線技師の治療

関連行為として認めていただきたい｡
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EZl件名 (公社)日本理学血法士協会

1. 法改正の有無

■ 必要 □ 不要

2. 関連のある稔椿的な要望事項

口 卒前教育におけるチーム医療教育 (連携教育等)の推進

□ 専門職の賞の向上のための睡床研傭システムの確立と支援

□ 免肝要新制度の推進

■ 包括的指示の積極的な運用と活用範囲の拡大

口 全職種の身分法への r連携｣項目の追加

3. 婁皇項目

法律上､r理学*法｣の対点は身休に障書のある者と規定されている｡この規定に r身体に陣書のお

それのある看｣を追加していただきたい｡

4. 黒体的な場面

･理学療法士のFlま杜験には生活習慣病等の予防的な理学療法に関する投冊がある｡

･柵原鋼や高血圧等の生活7慎病に対する遵h療法のエビデンスは明確に示されている｡

･転QI予防には身体的 ･環境的 ･心理的な取り組みが必要である｡なかでも運動器に関する評価と

運動療法の実施には理学療法士が深くかかわってきた｡

･身体に障害のないものに理学療法を提供する場合に常に r医師の指示｣が課題になる｡

･地域包括ケアシステムにおける r自助Jを効率的かつ効果的に遂行するために上妃法律改定が必

要である｡

5. 頻度

･生活菅慎病IE息者に対する業務は日常的に行なわれている｡しかし､生活晋慣病は予防が第-で

あり､その頻度もきわめて高い｡

･転倒予防教室等を全国で開催しており､頻度と共に全国的展開となっている｡

6. 患者にとってのメリット

･生活晋tl掛 =よる脳卒中､68Iによる骨折が寝たきりへの大きな機序となっている｡この予防杏

計れることは､一般国民だけではなく､政府にとっても大きなメリットである｡

･理学療法士によるこの畏開がより自由に行なえれば.日本理学療法士協会会A 8万 4千名が ｢自

助｣に対する活動を展開でき､高齢者の身近なところでの指導体制が整う｡

ll

Eil件名 一般牡EZl法人 日本臨床衛生境壬技師会

1, 法改正の有無

■ 必要 □ 不要

2. 関連のある捨椿的な要望事項

I 卒前教育におけるチーム医dE教育 (連携載青等)の推進

■ 専門職の千の向上のための韓床研修システムの確立と支捷

口 免許軍新制産の推進

q 包括的指示の積極的な運用と活用範BElの拡大

口 全鴨種の身分法-の r連携｣項目の追加

3. 要望項目

包括的指示に基づいた鞍生物学的検査等の検柵 の実施 (侵襲性が少ない検体採取)

4. 異体的な場面

･インフルエンザ抗原検査における綿棒による鼻腔や咽頭からの粘液採取

･微生物学的検壬における体表頼義 (皮膚)の採取

IAm からのスワブによる便採取

5. 頻度

･インフルエンザ患者数 1,000万人 (毎年)

6. 患者にとってのメリット

･医師や雷柱廊を持たずに検休採取が可能である

･検査前精度の向上により､検査権具の精度が向上する

･医師や看護師の兼務軽減により.その他診療行為がチーム医療全体としてよりスムーズとなる
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団体名 El本臨床細胞学会細胞検査士会

1. 法改正の有無

■ 必要 口 不要

2, 関連のある絵椿的な要望事項

□ 卒前教育におけるチーム直療教育 (連携教育等)の推進

口 専門恥の井の向上のための施錠研修システムの確立と支撲

口 免許更新制度の推進

■ 包括的指示のgt極的な運用と活用範囲の拡大

□ 全職種の身分法への r連携J項目の追加

3. 要望項目

包括的指示に基づいた細胞診検体が陰性と判定した報告書の作成と提出

4. 具体的な場面

･鏡検を行った検体に対して陰性であった時 (志性細胞や異型細胞などが無い)細胞検査士の

署名はガイ ドラインにより定められているが報告に関しては明言されていない｡

(一定の割合での専門医 (医師)署名は勧めている｡)

5. 頻度

･悪性腹痛の検診.診断を行う医療機関で行われている｡

6 患者にとってのメリット

･細胞診の特徴の一つである迅速な報告が今以上に患者になされる｡
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団体名 一般社EZl法人 E]未臨庄心理士会

1. 法改正の有無

H 必要 □ 不要

2. 関連のある総括的な要望事項

I 卒前教育におけるチ-ム医療教育 (連携教育等)の推進

J 専門牧の賞の向上のための臨床研修システムの確立と支援

■ 免許更新制度の推進

III 包括的指示の積極的な運用と活用範畠の拡大

p 全耽種の身分法への r連携｣項目の追加

3. 要望項目

睦珠心理戦の早期国家芦格化実現

4. 具体的な場面

5. 頻度

6. 患者にとってのメリット

･沌床心柵 が園崇資格化になることで.耳の担保が図られ､四民がより安心して路床心理サービ

スを受けられるようになるC

･日本のどこの地域においても均某な睦床心理サービスを受けられる可能性が広がり､地域椿善の

軽波につながる｡

･医療と他の領域 (例えば教育)をつなぐ存在として､国家兼格になることで領域横断的な活hの

場がさらに広まり.国民が鹿床心理サービスを受ける機会が広がる｡

･現代のス トレス社会のなかで､精神的健康を維持し病気や件害を予防するという点でも妬床心理

織は貢献できるため.故床心理職が国家資格になることにより.施錠心理サービス及び心理的ケ

アが国民にとって身近なものとなる｡

･国家米椿を持った心理専門韓の立qLから患者の心理的支援のみならず､点者を支えるま族の心理

的支援を行える｡さらに遺族の心理ケアを行い､うつ病等の発生を予防することができる｡

･家族単位､地域単位でのアセスメントを行い.他の専門取とともに地域ケアの現場l=赴いて､医

療サービスの届かないところにおられる方々に国家失格を持った心理専門牡のサー･ビスを国民.=

届けることができる｡

･発達障害を含む子どもたちの心の発達の支援から.故知症を含む高齢者の心理支埋まで.あらゆ

る年代層にとって路床心理サービスが受けられることにつながる｡
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EZl体名 一般社団法人 日本睦床心理士会

1. 法改正の有熊

■ 必要 口 不要

2. 関連のある稔椿的な要望事項

□ 卒前教育におけるチーム医療教育 (連棟教育等)の推進

□ 専門職の文の向上のための曲床研♯システムの確立と支援

口 免許更新制度の推進

Ir 包括的指示の積極的な運用と活用範囲の拡大

口 全職種の身分法への r連携｣項目の追加

3. 要望項目

･ 包括的指示に基づいた妨床心理士による心理相故の実施

4. 具体的な場面

･ 診断や告知を受けて不安定になった患者の心理的安定を図るため心理相旅を行う｡

･ 入玩中検査や治療にあたり不安が高まった患者に対し､不安軽減のため心理相軌を行う｡

･ チーム医療の-JLとして､緩和ケア.精神科ディヶァなど多くの場面において心理相軌を行う｡

･ 精神科受診に対する迷いや戸惑いに帥して心理相政を行う｡

5. 頻度

･ 日常臨氏の中で現実に､必幸に応じて行われている｡

6, 患者にとってのメリット

･ 精神科や心療内科の医師の診療を受けることに抵抗がある点者に対しても専門棟の心理的揮助

を提供できる｡

･ 医師や雷護師を代表とする治療者債と患者 ･寺族をつなぐ存在として.患者 .家族は不安や不満

を臨床心理士に訴えやすい｡心理相軌の結果､患者 .家族の要望を整理でき､看護に関すること

は雷護相故につないだリ､社会資源が必妻な場合はソーシャルワ-カーにつないだL)と院内で連

携 ･朝生することによって､患者や青族のA担が減り､心身の安定がはかられる｡

･ 心理相軌を入口にし､精神科受柵につなげたり､本格的な心理療法への導入となることがあり.

うつ病などの早期治療に錆びつけることができる｡

･ 希死念慮を有する患者を早期に発見でき､自殺予防活動になる｡
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団体名 一般社E)法人 EI本法床心理士金

1. 法改正の有無

■ 必要 □ 不要

2. 関連のある捨椿的な要望事項

口 卒前教育におけるチーム医療教育 (連携教育等)の堆遮

口 専門溝の賞の向上のための産床研鯵システムの確立と支援

□ 免許更新制度の推進

II 包括的指示の積極的な運用と活用範囲の拡大

□ 全恥種の身分法への r連携_[項巳の追加

3. 要望項目

･ 包括的指示に基づいた砲床心理士による心理療法の実施

4. 具休的な場面

･ 主として精神科や心療内科において.継続的な心理的援助が必要と判断される患者について心

理療法を行う｡

･ 必要に応じて.崇族同席面敵を取り入れるなど1対複数名による面接､病棟のベッドサイ ドで 1

回につき十敢分といった面接､定期的な通院の難しい患者(=対して坊間による面接の中でも行

われる｡

･ 点者がベースに持っている疾患についての心理教育的なアブE3-チが心理療法の中に求められ

る場合もある｡

5 頻度

･ El常沌床の中で現実に.必要に応じて行われている｡

6. 患者にとってのメリット

･ 医師による薬肋療法のみならず.心理療法と薬物療法の併用､または心理療法のみなど患者や

家族にとって治療の選択肢が広がる｡これは-例に過ぎないが.うつ病者に対する故知行動療

法などが薬物療法と併用して受けられることは､国民的ニーズである｡

･ 心Jg療法は､病気の再発予防にも役立つ｡

･ 心理療法は.成人だけでなく､子供 (例えばプレイセラピーを通して)から高齢者 (例えば回

想法を通して)に至るあらゆる世代に提供できる｡

･ 心理療法は､薬物が積極的に使えない患者 (例えば_妊婦､拳児を希望する女性等)にも適用

できる｡
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団体名 一般社団法人 日本臨床心理士会

1. 法改正の有無

■ 必要 □ 不要

2. 関連のある捧持的な要望事項

□ 卒前教育におけるチーム医療教育 (連携教育等)の推進

□ 専門牡の実の向上のための塙沫研修システムの確立と支援

口 免肝要新制度の推進

II 包括的指示の積極的な運用と活用範囲の拡大

口 全職種の身分法への ｢連携｣項目の追加

3 要望項目

･ 包括的指示のもとでの蕗床心理士による心理査定の実施 (各種心理検査など)

4. 具体的な輔面

･ 皆知症疑いや知的陣害疑いの患者の確定診断のために神経心理検査を実施する｡

･ 発達障害を含む精神体育の治療計画立案に際して心理検査を代表とする心理査定を実施する｡

･ 心理療法の導入にあたって､その適応の可否や治療方針を把握するために心理検査を行う｡

･ 不安の程度がどの程度かを客観的に示すため､心理検査を行う｡

･ 各種疾患において捷知機能がどの程度であるかを客概的に評価するため心理検査を行う｡

･ 治療の経過中､治療終了後に心理検査を行うことにより､介入の適否や効果についてのモニタ

リングにも役に立つ｡

･ いずれにしても､画像検査以外に補助検査が乏しい精神科藤城においては診断や治療の補助とし

て心理検査を代表とする心理査定は､欠くことのできない存在である｡

5 頻度

･ 日常臨床の中で現実に､必要に応じて行われている｡

6. 患者にとってのメリット

･ 患者自身が､自分の認知の特徴､パーソナリティ傾向､能力バランスなどを知ることにより､頼

神的不調に陥りやすい原因などを把握しやすく､セルフマネジメントに繋げることができる｡

･ 現在の状態が以前に比べてどのくらい回復した状態なのか､あるいは回復していない状態なのか

を客観的な指標をもって見ることができる｡
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Ⅲ 法律改正を伴わない要望事項

(団体別)

18



団体名 日本医療社会福祉協会

1. 法改正の有無

口 必要 暮 不要

2. 関連のある強椿的な要望事項

口 卒前教育におけるチーム医療教育 (連騰教育等)の推進

L 専門棟のJtの向上のための臨床研修システムの確立と支援

Ej 免許更新制度の推進

口 包括的指示の積極的な運用と活用範PElの拡大

Jj 全1牡漣の身分法-の r並携J､項Elの追加

3. 妻皇項目

少子高齢化にむけて社会保陣の仕組みが見直され､さまざまな施策が立案されている｡社会福祉

士の溝助技術や相醗支操体制も少子高齢化社会の到来と共に女王を余儀なくされている｡今後も相

故窓口として社会の手練に応え､支操の井の向上を焦持するために社会福祉士があまねく受講でき

る研修機会の保障を要望する

4. 具体的な場面

･社会祖祉士の持つ情報の共有化を回る｡

･医療機関の連携における社会福祉士の活用｡

･ニーズを表明し難い高齢者をア ドボケイ トする支援体制｡

5. 頻度

･卒後3年目に､現任者としての技術の振り返り研修と新しい社会保叶制産と支捷技術の獲得.

卒故5年日に相談支援細円のt住着としての研修を実施する

6. 患者にとってのメリット

･最新の医療政策や制度を熟知し､支援技術のJlが担保された社会福祉士が配置されることで､患

者のQOLの向上に寄与できる｡

･時代の変化に対応した専門研修を受けた社会棺祉士を確保することで､医療による卓鵡した相執

支捷体制を患者に提供できる｡

19

EZl件名 日本医dE社会福祉協会

1. 法改正の有無

口 必要 ■ 不要

2. 関連のある稔椿的な要望事項

□ 卒前教育におけるチーム医療教育 (連搬 青等)の推進

口 専門職の井の向上のための古庄研♯システムの確立と支捷

□ 免許更新制度の推進

rL 包括的指示の積極的な運用と活用脚 の拡大

口 全書4の身分法-の r連携 J項目の追加

3. 具体的な場面

･敷命救急センタ-への社会福祉士の配置

･地域支援病院への在宅拠点事業担当社会福祉士の専任配置

4. 頻度

･特に社会的支援がないと療養を継続できない､または療養に差し障る患者･家族 (身元不明,外国

人､経済的問題､精神障害､自殺鵬 ､耗病など)救命救急センタ-に入院患者の治療継親転院､

在宅復帰支操をつなぐ際

･地域支埋病暁に､在宅療養患者が入院する必要のあるとき｡

･地域支援病院から在宅政義患者が退院し在宅療養を再開するとき

5. 息者にとってのメリット

･救命救急の知織と二次救急点暁や地域の一般病玩･療養病珠､地域包括支援センタ-やかかりつけ医･

医師会との連携に長けた社会福祉士をEtすることで､入暁時から心理的 ･社会的サポー トを

受けることで､治療効果を上げ､病状安定徒にすみやかに次のステップに踏み出すことができる｡

･ 救命救急センター医師の兼務負担軽強にもつながる

･ 救命救急センターと二次医療機的･地域包括ケアシステムとのネットワ-クの構築に貢献し､相互に

患者を紹介しあう地域連携が推進される｡

･ 地域支捷病院は､今後､JF生労働省のモデル事業にみられるような在宅療養支援拠点病院の役割を果

たしていくことが求められる｡平成 23年､24年度のモデル車乗では､在宅療養支援拠点兼務に専従の社

会福祉士をおいた病院が､モデル事集の5つのF的を効果的に果たすことができたといえる.

地域支援南幌に在宅療養支援拠点兼務専任の社会播祉士を記薗する病院を評価し､かかりつけ医との

連携､地域住民への教育､普及啓発､地域 ぐるみのベッドコントE)-ルなどをおこなうことを促進する

ことを#棟する
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団休名 公益社団法人日東巣巷士金

1 法改正の有無

□ 必要 ■ 不要

2. 関連のある総括的な要望事項

口 卒前教育におけるチーム医療教育 (連携教育等)の推進

口 寺門鞭の貫の向上のための臨床研修システムの確立と支援

口 免許更新制度の推進

r 包括的指示の積極的な運用と活用鵬 の拡大

口 全搬種の身分法への ｢連携j項目の追加

1

3. 要望項目

･包括的指示に基づいた病枚における管理栄養士の乗務拡大

平成22年4月30日厚生労働省医政局長発出 ｢医療スタッフの協働 .連携によるチーム医療の推進

について｣で管理栄養士が実施することができる乗務の具体例があげられているが

いずれも医師の包括的な指導を受けて 食事内容の変更を実施できることにしていただきたい｡

･栄養食事指導の判断を医師の包括的な指導のもと実施できるようしていただきたい｡

(紬 報酬で認められる行為)

4. 具体的な場面

･入院早期より病棟に常駐する管理栄養士が栄養アセスメントを行うことにより.患者さんの栄

養状態を詳細に把握し､適切な栄養投与法を横臥 補給法を提案､実施することにより栄養状態の

改善を図ることができる｡また栄養食事指導を行うタイミングは､実際に指導を行う管理栄養士が

適切な判断ができると

考える｡

5. 頻度

･日々の業務で発生する内容である｡

6. 患者にとってのメリット

･迅速な判断,実施により疾病治癒､改善におおきく羊献できる.
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垣体名 公益社E3法人日大巣妻士金

1. 法改正の有無

□ 必要 ■ 不要

2. 関連のある総括的な要望事項

口 卒前教育におけるチーム医療教育 (連携教育等)の推進

D 専門職のJlの向上のための箆床研修システムの確立と支援

□ 免許更新制度の推進

～ 包括的指示の積極的な運用と活用範囲の拡大

□ 全鞄種の身分法への ｢連携｣項目の追加

3. 要望項目

･包括的指示に基づいた簿和ケア領域による管理栄兼士の兼務拡大

4. 具体的な場面

･練和ケア領域におけるチ-ム医療は緩和ケアを要する患者に対し､患者の症状捷和に係る取り組

みを行っている｡その内容は ｢痛み｣に対する対応や ｢心のケア｣の対応などがその代表であり

多くの施設では医師 .書良師 ･薬剤師がそのメンバーとなっている｡しかし患者の訴えには食欲

不振や悪心､嶋吐など全霊に関する開催があること.またこれらに対する対応の軌 から栄養状

態が悪化する事も考えられる｡

したがって緩和ケア領J*に管理栄養士が積極的に関わり､包括的な指示のもとに食形態､*事内

容の変更を行うことで患者にとって有益な医療に結び付けることができる｡

5. 頻度

･日々の業務で発生する内容である｡

6. 患者にとってのメリット

･管理栄養士の関わりにより患者QOLにおおきくjE献できる｡
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Bl体名 公益社EZl法人日東栄養士会

1. 法改正の有無

□ 必要 ■ 不要

2. 関連のある総括的な要望事項

口 卒前教育におけるチーム医療教育 (連携故青等)の推進

□ 専門職の賞の向上のための曲床研修システムの確立と支援

口 免許更新制度の推進

■ 包括的指示の積極的な運用と活用範BEIの拡大

口 全Jt種の身分法への r連携J項目の追加

3. 要望項目

･包括的指示に基づいた摂食機能療法領域における管理栄養士業務の拡大

4. 異体的な場面

･摂食機能障害を有する患者に対するチームメンバーとして医師又は歯科医師若しくは医師又は由

科医師の指示の下に菖持せ覚士､看珪肺､准看膝師､歯科術生士.理学虎法士又は作業療法士が

存在し患者対応にあたっている｡このメンバーの-Aとして管理栄養士が存在し医師の包括的な

指示のもとに食嘉内容､形態を柔軟に変更することが可能になれば患者にとって有益な医療に結

び付けることができる｡

5. 頻度

･日々の業務で発生する内容である｡

6. 患者にとってのメリット

･管理栄養士の関わりにより儀下障害等の疾病治癒及び改善､患者00L向上におおきく■献できる｡
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団体名 一般社団法人日士敷A救禽士協負

1.法改正の有無

□ 必要 ■ 不要

2.関連のある総括的な要望雷可

口 卒前教育におけるチーム医療教育 (連携独青等)の推進

J 専Pll鞭の耳の向上のための曲床研修システムの杜立と支漢

J 免許更新制度の推進

■ 包括的指示の積極的な運用と活用榊 の拡大

□ 全書種の身分法への r連携J項目の追加

3.要望項目

抽 象禽士の血t棚 拡大に血書な迫加数雷 ･韓tの丘佃仇 敵●士への実施体嶋の札立と支撞

4.具体的な場面

･心肺停止患者に気管挿管を行うことができない｡

･心肺停止患者に薬剤 (アドレナリン)投与を行うことができない｡

･食物アレルギー､重症アレルギ禎 者にエビペンを使用できない.

5.頻度

･救急救命士資格を有する消防吏A (約22.000人)は､税金により救急救命士の処置範囲拡大に必妻

な追加教育 ･講習を受講できる体鯖が総務省消防庁により整備されている｡一方､民間の救急救命

士 (約20.000人)は､追加教育 ･講習を受けるシステムが存在しないため､追加教育･講晋を受け

ることができない｡同じ国家資格でありながら地方公務Aと民間の身分の違いで匡行為に制限が生

じ､兼格の官民格差が生じている｡

6.患者にとってのメリット

･生命を書かす心肺停止患者へ気管挿管 ･薬剤投与を実施することにより救命率の向上につながる｡
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団体名 一般社F)法人 日本書籍聴覚士協会

1 法改正の有無

□ 必要 ■ 不要

2. 関連のある総括的な要望事項

d 卒前教育におけるチーム医療教育 (連携教育等)の推進

q 専門職の耳の向上のための菌床研修システムの確立と支援

□ 免許更新制度の推進

t 包括的指示の積極的な運用と活用範囲の拡大

□ 全他種の身分法への r連携J項目の追加

3 要望項目

･包括指示に基づいた盛床心理 .神経心理学検査種目の選択 .実施

4. 具体的な場面

･包括的指示に基づき失括症.音詩発達障害､発達障害などの評価において書籍聴覚士が必要な検

査の選択と実施および検査結果の解釈を可能とする｡

･包括的指示に基づき高次脳機能陣等 (旺知症を含む)の評価において書詩聴覚士が必要な検査の

選択と実施および検査結果の解釈を可能とする｡

5. 頻度

･富持聴覚療法実施においては全例について何らかの検査を実施している｡

･診療軸群に規定される検査 (20 12年 4月現在)の全書括聴覚療法処方赦 (喋下機能.聴覚横

能のみの陣書を含む)に占める実施頻度は､平均的検査回数は約60%程度である｡

･失拝症､音詩発達障青､高次肺機能障害などの処方においては診療報酬に規定されている検査の

実施頻度は約90%程度である｡

6. 患者にとってのメリット

･音詩聴覚士が検査を選択し､実施できることにより､患者の症状に合わせた適切な検査が実施で

き.評価の精度 ･文が高まる｡

･青棒聴覚士が績黒の解釈を行うことにより､早期に訓練が開始できる｡
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団体名 一般社団法人 El本音請聴覚士協会

1. 法改正の有無

口 必要 1 不要

2, 関連のある絵椿的な要望事項

J 卒繭教育におけるチーム医療教育 (連携教育等)の推進

J 専門牡の井の向上のための睦床研修システムの確立と支捷

口 免許更新制度の推進

Il 包括的指示の積極的な運用と活用範囲の拡大

口 全称種の身分法への ｢連携｣項目の追加

3. 要望項目

･包括的指示に基づいた診療放射線技師との鳴下造影の実施

4. 具体的な場面

･医師の指示に基づき､摂食儀下陣等の評価において音詩聴覚士と放射線技師が連携して噴下遺影

検査を実施する｡

5. 頻度

･蟻下内視鏡検査の普及に伴い感下造影検査の実施は減少傾向にある｡

･しかし､蟻下造形検査は捷食感下機能の肝細な評価には欠かせない検査である｡

･施設により頻度は異なるが､摂食噴下辞書リハビIJテーションの処方r=おける感下造影検査の実

施頻度は約40%程度である｡

6. 患者にとってのメリット

･繁忙を棲める医師の立会が不要になることから､適時に検査が実施できる｡

･摂食噴下種能の評価により発症早期から適切な対応が可能となるほか､換感性肺炎や窒息の危険

性を少なくすることができる｡
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団体名 一般社EZl法人 日大曹拝聴覚士協会

1. 法改正の有無

□ 必要 ■ 不要

2. BFl連のある轄緒的な要望事項

Il 卒前教育におけるチ-ム医療教育 (連携載青等)の推進

■ 専門職の井の向上のための臨床研修システムの社立と支援

□ 免許更榊 鹿の推進

I 包括的指示の積極的な運用と活用範PElの拡大

□ 全職種の身分法への r連携j境目の追加

3. 畢生項目

･包括指示I=基づいたl森下柑 ･摂*脚 法における*物形態等の玉択

4. 具体的な場面

･摂食蟻下機能は様々な婁Eaが関与するため､括幸田により影響を受けやすい｡

･捷食機能療法など捷食嚇下訓練において患者の病態 .症状に合わせて言辞聴覚士が違切な食物形

態等を判断し､選択する｡

･また､食物形態の変更の効果についても評価し､結果を医師に報告する｡

･なお､食物形態の綱垂については管理栄養士との連携も必要である｡

5. 頻度

･摂食榛下障害の病態により異なる｡

･摂食鴫下訓練の開始から終了までの期間において食物形態の変更回数の平均は約6回 (最大約 1

0回)ほどである｡

･ただし.この回数には日々の状態における食物形態の微研整は含まれない｡

･安全性の確保を含めた適切な訓練実施のためには掻食儀下機能の状態に合わせて食物形態を遵時

遺切に粥整することが必事である｡

6. 患者にとってのメリット

･捷食味下機能の症状 ･状態に合わせたきめ細かな対応が可能となる｡

･その結果､摂食噴下訓練が円滑に実施でき.機能改善のほか､誤儀性肺炎や窒息の防止にもつな

がる｡
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項目 :｢包括的指示に基づいたチームによる訪問リハビリテーションの実施｣

団体名 -般社Eil法人 日本作業療法士協会

1. 法改正の有*

□ 必要 ■ 不要

2. 関連のある軽椿的な要望事項

□ 卒前教育におけるチーム医療教育 (連携敦青等)の推進

□ 専門職のJtの向上のためのdl床研修システムの確立と支援

□ 免肝更新制度の推進

II 包括的指示の積極的な運用と活用範囲の拡大

口 全】良種の身分法への r連携｣項E]の追加

3 才主項El

坊間リハビリテ-ションの捷供は､医師の包括的指示により捷供できるものとする.同時に､複

軌のリハビリテ-ション専門職が同時に坊間し､同一場面における多角的視点からの評価に基づく

課題の遁走.方針の決定､情報の共有等の一連の行為をチームで行うことが有効であることから､rチ

ーム (複数職種)による坊間リハビリテーションの捷供を実施できるものとする｡

4. 具体的な場面

○包括的指示について

･指示内容については､リハビリテーションの詳細 (上肢機能回復.筋力増強､更衣動作獲得等)

ではなく､r妨間リハビリテ-ションの実施Jとする｡

○チ-ム (社数暮種)による坊間リハビリテーションの具体的場面について

･複数のリハビリテーション専門職の同時坊間が有効と考えられる対象者の状態像として､故知症 .

高次脳機能障書 ･神経難病 .精神疾患 ･緩和期疾患 ･王座王複障害等による蟻下陣専 ･コミュニケ

ーション障害 ･感情コントロールの障害 .基本的h作能力障害 ･社会参加枠書などが挙げられる｡

5. 頻度

･推計外来患者数 :7260.5千人

･在宅医療受信者数 :110.7千人 (辞査日当り)

往診 :35.7千人 ,坊間珍虎 :6712千人 以外の訪問 7,8千人

(厚生労働省平成23年患者調査の概況より)

6. 患者にとってのメリット

･包括的指示によるリハビリテーション実施によって､早期に必要な対応を受けることができる｡

･枚散の専門牡が同行訪問することで､有効なサービスを効率的に受けることができる｡
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項目:｢包括的指示に基づいた福祉機器の選定｣

団体名 一般

1. 法改正の有無

□ 必要 ■ 不要

2. 関連のある稔積的な要望事項

法人 日本作業療法士協会

Ej 卒前教育におけるチーム医療教育 (連携教育等)の推進

□ 専門職の貫の向上のための砿床研修システムの確立と支援

口 免許更新制度の推進

I 包括的指示の積極的な運用と活用範囲の拡大

口 全耽種の身分法への r連携｣項目の追加

3 要望項目

医師の包括的指示に基づき.必要な福祉用具等の導入の適応や環境整備を検討し､適応訓練を実

施できるものとする｡

4 具体的な場面

○包括的指示について

指示内容については､以下の具体的な場面を想定しており､美麻の指示は ｢福祉用具等の中人検

討と訓練の実施Jとする｡

○具体的な場面について

･入院中早期から､患者の心身の状況.ニ- ド･住環境等を把握することで退院後の生活を想定し､

必要な福祉用A等の導入の適応や環境章僻を検討し計画すること｡

･検肘された計画に基づいて､デモンス トレーション牧草等を用いて具体的な使用適応IM練等を行

うこと｡

･福祉用具の選定 ･適応訓練はもとより､住宅改修 ･乗用車の改進､牧場 .学校環境の改善等社会

参加に向けた適応訓練を行うこと｡

5 頻度

一般病院及び有床診療所に入院する患者のうち､リハビリテーションの適応を認める者

(以下参考値)

･病院一般病床退院者牡 :1.107.3千人

･病院療養病床退院者赦 . 42.7千人

･有珠診療所退院音数 : 1136千人 (耳生労働省平成23年患者調査の概況より)

･回徒期リハビリテ-ション病棟総数･65.670床(平成24年回復期リハビリテーション病棟協謝金)

6. 患者にとってのメリット

･入院中から早期に福祉用具等導入の適応を検討し､具体的な使用適応訓練を行うことで､円,Yな

地域生活移行が可能となる｡

･本人にとって不適応な福祉用具や不適切な環境整備の実施を妨げることが可能となる｡

･使用訓練を実施することで､本人及び家族のリスクを回避することが可能となる｡
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団体名 (公社)日本理学点法士協会 _

1. 法改正の有無

口 必要 ■ 不要

2. 関連のある稔椿的な要望事項

□ 卒前教育におけるチーム医療教育 (連携教育等)の推進

□ 専門職の井の向上のための瞳床研修システムの確立と支援

口 免許更新制度の推進

L 包括的指示の積極的な連用と活用範EFの拡大

□■全戦種の身分法への r連携｣項目の追加

3. 要望項目

理学療法士の病棟配置の推進

4. 具体的な場面

･現状のリハビリ医療は､身体に麻痔や陣害 (内部障書を含む)があるものに対して､理学療法等

を実施し､診療報酬を得ている｡

･肺炎等で急性期荊暁に入流し.肺炎は寛治したにもかかわらず､生活能力が極端に低下した症例

には事欠かない｡

･高齢入院者であっても､陣書が現存しない状況では､理学療法は提供されず.頼果的に廃用症候

群を引き起こしている｡

･入院患者によるI云領転落雷故は光る傾向が見られない｡

･転倒転落事故を防止するために､往々にしてベッド上生活を患者に強いている.

･病棟配置の理学療法士は､診療報酬としての理学療法を特定患者に捷供するのではなく.入陳患

者すべてに対して､廃用予防と早期搬床を推進する｡

5. 頻度

･入院患者の高齢化が進めば進むほどに頻度は高まる｡

･当面はハイケアユニット等から開始する必要がある｡

6. 患者にとってのメリット

･入院生活による生活能力の低下や転倒を予防でき､入焼時よりも生活能力を挙げることすらが可

能となり.患者にとってのメリットは大である｡
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団体名_ (公社)日本JZ学dE法士協会 -

1. 法改正の有無

□ 必要 ■ 不要

2. 関連のある稔括的な事皇雷項

D 卒前教育におけるチ-ム医療教育 (連携教書等)の推進

□ 専門職の賞の向上のための砲床研修システムの確立と支捷

口 免許更新制産の推進

+ 包括的指示の積極的な運用と活用範囲の拡大

□ 全社種の身分法-の r連携J項目の追加

3. 壬望項目

包括的指示に基づいた義肢兵員及び生活支津機番の遭択

4. 異体的な場面

･理学療法士国家抗験には義肢義Jtや生活支援機草に関する投問がなされている｡

･多くの場合､医師から看護師撞由で義肢装具士に包括的指示が出されている｡

･出来上がった義肢装具が不的あるいは適合不十分という事も散見される｡

･当然.義肢装集カンファレンスを開催し､部品から決定している病院所もある｡

5. 頻度

･脳血管l)ハビリや運動畢リハビリにあってはその頻度は高い｡

6. 点者にと?.てのメリット

･これらの機番には大きな自己負担もあり､症状や能力に応じた健筆を選択 ,支給することは患者

にとっては大きなメリットである｡
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団件名 - __ (公社)日本t筆轟沃土協食 __.

1. 法改正の有無

□ 必要 ■ 不要

2 関連のある稔括的な要望事項

口 卒前教育におけるチーム匡dt教育 (連携教育等)の推進

口 専門tの書の向上のための妬床研修システムの確立と支捷

口 免許更新制度の推進

■ 包括的指示の積極的な運用と活用範商の拡大

臼 全社種の身分法への r連携 j項目の追加

3. 要望項目

家庭医からの包括的格示に基づいた妨聞リハビリの実施

4. 具体的な4面

･現状､ケアマネがth間リハビリを始めるに当たっては､指示集をもらうために時間的に多大な待

ち時間が必要となっている｡

･このことが訪問リハビリの岡札性となっている｡

･今後の超高齢社会を考えると､プロトコールや研修をしっかL)としたうえでのt括等での包括的

指示による効串化は卦 ナては通れない｡

5. 穎度

･現状でも頻度は古いがこれからは更に頻度は確実に高まっていく｡

6 点者にとってのメリット

･リハビリサービス捷供が速やかに行なわれる｡

･崇鹿医と担当セラピストの関係を維持したうえで坊間lJハビリを実施することが可能になる｡
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団体名 一般社Eal法人 日東轟床鋸生検査技師金

1. 法改正の有無

□ 必要 ■ 不要

2. 関連のある頼括的な要望事項

II 卒前教育におけるチーム医療教育 (連携教育等)の推進

■ 専門取の隻の向上のための臨床榊 システムの確立と支援

□ 免許更新制度の推進

Id 包括的指示の積櫨的な運用と活用棚 の拡大

□ 全林種の身分法への ｢連携｣項目の追加

3. 要望項目

厚生労働省令に定める生理学的検査の項目の追加 (味覚検査､吸だ検査等)

4. 具体的なJ■面

味覚検査

･検査方法 :電気味覚検査､漉紙ディスク検査

･対象患者 :味覚障害を訴えて受診する患者

加齢による退行的変化､感Tウイルスや炎症による直接的な味神経陣害や味書の変性､亜鉛,秩

など体内の必須微量元素の欠乏､薬剤投与の影響.心的要因 (ス トレス)などを発症要因とする

攻究検査

･検査方法 :基準嘆賞検査 (静脈性喚覚検査は静脈注射を除く)

･対象患者 :嘆賞障害 (低下.脱失,異常喚感)を訴えて受診する患者

慢性副鼻腔炎､アレルギー性鼻炎など■副鼻腔疾患ならびにそのために手術を受ける患者

脳腫痛,頭部外傷,アルツハイマー病,パーキンソン病など,中堀神経疾患が疑われる患者

5. 頻度

･味覚検査 :対象患者数39万人以上 (日本歯科医師会雑蛙Vot.63No42010-7味覚障害と味覚検査)

･喚寛検査 二対象患者数39万人以下 (感F後陣害を加えると増加する場合がある)

6. 患者にとってのメリット

･より多くの聴種によるチーム医療の実践により待ち時間の短籍が可能である

･卒前 ･卒後教育の充実により､検査結果の精度向上が可能である

･医師や看護肝の兼務軽減により､その他診療行為がチーム医療全体としてよりスム-ズとなる

･早期検査の実施､診断により特に高齢者に多い風味 .味覚陣書が早期に改善され､生活の茸が向

上する
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団体名 日太虚床細胞学全細胞換査士金

1. 法改正の有無

□ 必要 ■ 不要

2. 関連のある総括的な要望事項

□ 卒前教育におけるチーム医療教育 (連携教育等)の推進

□ 専門微の井の向上のための臨床研修システムの確立と支援

口 免許更新制度の推進

■ 包括的指示の積種的な運用と活用範EElの拡大

□ 全聴種の身分環への ｢連携｣項目の追加

3. 要望項目

包括的指示に基づいた細胞 ･組織模本に対して施行した特殊染色の実施

4. 具体的な甥面

･鏡検を行った検体に対して必要な特殊な染色を行い判定などに役立てる｡

5. 頻度

･細胞診､組推珍を行っている医療様関で行われている0

6. 患者にとってのメリット

･患者への早期診断が可能になり早期治療へ錆びつく｡
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団体名 (公社)8本曲床工学技士会

7. 法改正の有無

口 必要 ■ 不要

2. 関連のある総括的な要望事項

口 早耐教育におけるチーム医療教育 (建株教育等)の推進

□ 専門職の賞の向上のための臨床研修システムの確立と支援

D 免許更新制度の推進

q 包括的指示の積極的な運用と活用範軒の拡大

口 全社種の身分法への ｢連携J項目の追加

3. 要望項目

1)カテーテル圭への臨床工学技士のEt｡

2)ペ-スメーカ線込み手術 ･交換衛及び植込み型除細動単機込み手術ならびに外来診療時の定期フ

ォローアップにおける臨氏工事技士の印 ｡

3)集中治療室-の曲床工学技士のEt｡

4. 具件的な場面

1)狭心症 ･心筋梗塞などの急性定症候群における心臓カテーテル治療における生命維持f理装tな

らびに頻脆性不亜脈治療における高周波による心臓カテーテルアブレーション術施行時の心睦内

マッピングシステム機番､高周波焼灼装tおよび患者生態情報モニタリング装t等の換作と管理

2)洞不全症候群.房量ブロックなどの不整脈におけるペースメーカ植込み手術 .交換術.心室頻拍

や心室細動など致死性心室性不整脈における機込み型除細動器の縫込み手術｡また外来柑 時の定

期フォローアップとして縫込みディバイスのh作状況やバッテリー消耗度のチェック｡

3)*中治線量 ()OJ)における王焦な急性機能不全の患者における人工呼吸善､経皮的心肺補助套

置.持続血液透析虞遇装置等を用いた全身管理｡

5. 頻度

1)心臓カテーテル治療は狭心症･心筋梗塞などの急性冠症候群は果急性が高く､24時間体制の整備

が必要である｡

2)ペースメーカ (PW)および植込み型除細動等 (ICD)植込み手術時のペースメーカ電極アナライ

ザの操作､ならびに手術時におけるt気メスによるt磁波の対応､CT榛査時の立会い等施設内で

常時対応が必事である｡

3)呼吸.循環､代謝などの機能不全となった患者に装着された生命維持管理装露の管理､操作を24

時仰体制で行う｡

6. 患者にとってのメリット

1)繰込み手術時の串珠業務.点者の安全を確保するための生活指導,外来での定期的なフォE)-ア
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ti,プや植込み型デバイス遠隔監視システムの操作など機尊の導入から社会復帰まで患者との関わり

を構築できる｡

2)札 ICD/CRT-D縫込み手術を､不整脈専門の専任医臥 路床工学技士らが行うだけでな(･退院後

もPH,lCD/CRT-D書門外来において､植込み機番のチェック/フォローアップが受けられ･患者情報

が一元管理ができて常時閲覧が可能となり.患者の急変時にスムーズな対応が可能となる｡

3)不慣れな医療スタッフによる生命維持管理装置の誤操作で､死亡事故 (201日 1･12･於ける京都

大学病暁)も発生しており.医療機番の専門鴫である昏床工学技士が定数配置されることで･点者

の更なる安全 ･安心を確保できる｡
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計数調剤について (案)

平成25年8月26日

日本薬剤師会

薬局 薬 剤 師 に よる調剤 行 為

E IIl l I 国 旨 篭 軍軍t∃
処方せん受付 ･処方せん (原本)を受援

自家製剤

無菌製剤

一包化

その他

■t■一■■
錠剤を粉砕して散剤
主薬を溶解して点眼剤を無菌
に製剤
主薬に基剤を加えて坐剤

注射薬を無菌的に処理

PTPシートの状態 (内用薬)
または包装単位 (外用薬)
での取り揃え - 【計数調剤】
疑義照会の結果､計数調剤
した薬剤の投与量 (日数分)
を変更 - 【計数変更】

1

要 ○ ×要



薬局構造設備規則
(昭和36年2月1日､厚生省令第2号)

第1条 薬局の構造設備の基準は､次のとおりとする｡

1 換気が十分であり､かつ､清潔であること｡
2.-3 (略)
4 (前略)調剤台の上にあっては120ルックス以上の明るさを有すること｡
5 (略)
6 冶陪貯蔵のための設備を有すること｡
7 かざのかかる貯蔵設備を有すること｡
8 次に定めるところに適合する調剤室を有すること｡
イ 6.6ni以上の面積を有すること｡
□ 天井及び床は､板張り､コンクリート又はこれらに準ずるものである
こと｡

ハ医薬品を購入し､若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し､

魁 琵琶呂買弼 聾 声等詰 詣 栗盲髭 譜 電 嵐 ､艶 壷呈

(以下､略)

○

薬剤師の養成課程における教育内容について

○ 臨床に係る実践的な能力を有する薬剤師を輩出すべく､平成16年に学校教育法が一部改正され､薬剤師養

成課程は6年間の教育課程となった｡同時に薬剤師法の一部も改正され､薬剤師の受検資格は6年の教育課

程を修めた者に与えることとされた｡

○ 薬学教育6年制は平成18年度から始まり､薬学教育6年制の新カリキュラムを受けた薬剤師が平成24年度か

ら実際の医療現場に輩出されている｡

---- ----

教養軟膏 一般教養､外四肯

≡≡竺空蝉 堅塁至__________-
も-∵rL r∵r...

兼学基礎教育 薬学概論､化学､物理学､生物学.生理学

基礎薬学 三TTiF..ITiilEt,:
分子生物学､免疫

生薬学 術生化学.公衆術生学.環境科学､栄養科学.病態微生物学､生体防御学､毒性学､疫学

薬科学 坐剤学､医薬品科学溝 兼乱 獲禁紳 学 十一L､t､L

○医薬晶系日薬剤学､鯛剤学､薬理学､薬物代謝学
○医療系-医療薬剤学､薬物治療学､睦床薬理学､薬物放射化学､腹痛学､睦床医学捻姐.曲床検
査学.睦床心理学
0情報系･･匡兼晶安全学､医薬品情報学
○生物学系日遺伝子学､生命情報解析学､ゲノム代謝学
○社会学系目薬局管理論､医療統計学､医療倫理学､医療コミュニケ-シヨン学

○ 文部科学省において｢薬学教育モデル･コアカリキュラム｣及び｢実務実習モデル･コアカリキュラム｣が策定さ
れている｡



ファクシミリを利用した調剤準備に係る現行の取扱いについて

ファクシミリで電送された処方内容に基づいて調剤準備を行うことについては､薬剤師法及

平成元年I_1月15El集企第,48号.保険発第107号r処方せん受入体制の亜億のたq)の_?_7クシミリの利用
について｣を跨まえた現行の取扱いについて

○ 調剤は､処方葺の原本を受け取って内容を確認することにより完結するものであり､ファクシミリで電
送された処方内容に基づいて行う薬剤の調製等は､患者等が持参する処方葺の受領､確認により､
遡って調剤と見なされる｡

○ 患者等が薬局を来訪することが困難な場合､ファクシミリで電送された処方内容に基づいて行う薬剤
の調製等は､薬剤師が患家を訪問し､処方せんを受領して内容を確認することにより､遡って当該処方
せんによる薬局での調剤とみなされる｡

○ 医療機関から患者がファクシミリを送信する場合は､次のような条件を完備し､患者等がファクシミリ
.を利用して処方内容を電送する薬局を自由に選択できる体制が､客観的に認められていなければなら
ない｡

(1)病院のロビー､待合室等､外来患者又はその看護に当たる者が自由に自分の意志で利用しうる場所にファク
シミリが設置されていること(病院の診察室､薬局､事務室等､外来患者が通常自由に出入りできない場所は
適当でない｡)0

(2)患者又はその看護に当たる者が住所地近くの薬局を自分の意志で容易に選択することができるよう､ファクシ

ミリの設置してある場所の近くに､その地域の処方せん応需薬局の一覧表､ファクシミリ番号､地図等が見やす
く掲示されていること｡ただし､掲示されていない薬局であっても､電送可能であることを明示する必要がある
(特定の薬局のみを掲示したり､多くの応需薬局が考えられるのに極めて限定的に薬局を掲示することは適当
でない)0



ir=ついて

1.看建師HHHHHH日日.-･HH p.1

2.診療放射線技師･日日=-日･-日･ p.2

3.瞳床検査技師=日日-･HHHHH p.3

4.理学療法士･作業療法士日日=･=‥ p.4

5.首静聴覚士-----･--･--･ p.5

6.瞳床工学技士-日日･日日･･･‥-･ p.6

7.救急救命士･-HHHHHHHHH p.7

8.歯科衛生士HHH･‥HHHHHH p.8

9.社会福祉士日日･日日HHHHHH p.9

10.管理栄養士-･日.･･-I--,･-= p.10

‡T円書 . EI萱王-.)

i 科字的愚考の壬五人Plと生活.社会の ト [■RIGE分身｣及びfJIM分軒｣の玉串となる科目を臣定し 併せて.科学的思考力

及びコミ1ニケ-シ∃ン能力を7Eめ､鮭性をdiき.自由で主体的fJ.-判断と行hを促す内容とする.
理解 人rqと社会を相広く理#する内専とし､書集■､人PIP保JA.カウンセリング理hと技

+ 法事を含むものとする.
分 EgR化及びdr稚化へ対応しうる能力を*う内専を含むものとする.
牙 ■鞍の特性に(み､人格のJL手性について十分理♯し.人権tkの昔BL.ホ杜を囲る

内専を含むことがiLましい.

小か 13

. 書∩i 人体のfL正とt屯 ト 6人tFを系統だてて考解し､tt.長房-fF首にfFIするI帯力､fl析力を背イヒするため､群8I生Jt事.生化学.柴暮学.集耳学､荊理学.病態生理学､*生物学書を砧珠で活用可*なものとして学ぶ内書とする.

疾点の成り立ちと回

gEの促並 *Vを染化する内書とする.人々が生壬をiLじて､tJlや什書の状態に応じて社会★井を活用できるように必事な

t.分野 甘dE支tLとtt会良書N東 矧■とJL漣的な能力を事う内容とし,保8.匹★一社牡にBlする暮本板倉､的俳q丘､
PI俵するIfLの色8Iの理書書を含むものとする.

小■十 21

■ 暮iET丁字Fl地美音JE■tJI苧 1033■∩分野 tでは.各TZF事及びiE宅■ZtJbのJE五となる暮Q的理Jlや暮笹的技術を学ぶため.■ZI事■■､tJI技術､Fl蘇tfL托JAを含む内専とし.BA管を強化する内

さとする.
∩ コh 土ケ-シヨン､フィジカルアセスメントを染化する内容とする.
分 事例事に対して.tEL技帝を主用する方法の主礎を学ぶ内容とする｡

野I +杜仲として■I的な判断をするための暮礎的能力を書う内申とする.

小 Z1. 13

■∩ 成人tJI苧老年TJI苧小児tfL宇母性■JI事+汁■■苧di地実習良人■El羊毛年■fL苧小児■Ⅰ一事母性TF苧*#TJlS 644II1684222tI暮､3AV及び冥晋を効果的に岨み合わせ､tfl冥哉稚力の向上を図る内牢とする.

tJEの偉拝.叫tRぴ点角の干肪に3tIするf江の方法を学か内幸とする.

成JE先立度肝をキくJI書し.様々なtJt状曲lこある人々及び多汁fJ.IでtZIを必事とする人々に対する■Ztの方法を事ぶ内容とする.知■.技術をtZt実技の4両に)用し.書牡の理hと実技を結びつけて理解できる能
分 力をIう美菅とする.
■ チームの-■としての6tfIを学ぶ実晋とする.
Ⅱ 良t.JSdF.袖牡との連JLtBAをjLして.tJIを実践する美Vとする.

小 38

■合令野 在宅TZLJAT8の統合と美妓dE地実習在宅■flbl 44422ZE等■Zl■では桝 で生活しながらtⅠする人々とその7族をJg辞し埠qEでの■4

のJi書手学ぶ内書とする.
地叫で捷供するthをJI書し､ti的な技術を*I=つけ､他tfLと1A+する中でのT
Aの8tIを理書する内幸とする.
Jtqtでの終末期IBにIする内容も含むものとする.

､ く ～ytプ及びl-ダ-
チーム匡dE及び也JL7IとのtAbの中で､■杜帝としてのメノI-ンツ )シップをJtJFする内容とする.
+Bをマネジメントできる■礎的能力を♯う内争とする.
EEdE安全の暮串的知■を含む内書とする.
災書dlgtから支捷できる■虹のJt礎的知*について理#する内容とする.

EI持社会において､広い視野に基づき､tZI師としてfB外向との協力を考jLる内申とする.
+B技術の8台的な辞書を行う内争とする.

折向tElに加え､地Jtにおける多f+なJIで実習を行うことが望ましい.
書門分野での美菅を牡まえ.実務に即し1=実晋を行う.

71の統合と実践 社牡の点者を受け持つ兼官を行う.-h耗書を遺した実習を行う.
夜rqの手管を行うことが望ましい.

小計 12



2.診療放射線技師

教育内容 単位数

塞 科学的思考の基盤 14 科学的 .論理的思考力を育て､人間性を磨き､自由で主体な 行 う の

礎 人間と生活 ○する○
分野 国際化及び情報化社会に対応できる能力を養う○

小書十 14

専門基 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 12 人体の構造と機能及び疾病を系統立てて理解 し､関連科目

を習得するための基礎能力を養う○
併せて､地域社会における公衆衛生について理解する｡

保健医療福祉におけ 18 保健 .医療 .福祉における理工学及び情報科学の基礎知拝礎 る理工学的基礎並び を習得し､理解する能力を育成する○
分 に放射線の科学及び 保健 .医療 .福祉における放射線の安全な利用に必要な基
野 技術 礎知鞭を菅待し､理解力､観察力及び判断力を養う○

小計 30

辛門分 診療画像技術学 17 エックス線線形 .エックス線コンピュータ断層撮影 .塩気

共鳴断層撮影 .超音波繰影尊における装置の構成､動作原理及び保守管理法を理解し､撮影 ,撮像に必要な知推 .技術及
ぴ結果の解析と評価について学習する.

また､患者接遇の基礎能力を養うO-

核医学検査技術学 6 核医学検査の原理及び装置の構成､動作原理及び保守管理法を理解 し､核医学検査に必要な知扱 .技術及び結果の解析
と評価l±ついて学習する○

放射線治療技術学 6 放射線治療の原理及び装置の柵成､動作原理及び保守管理法を理解 し､放射線治療に必要な知托 .技術及び治療計画の -
解析と評価について学習する.

医用画像情報学 6 医用画像の成り立ちに必要な画像情報の理肋を理解 し､圃野 偉解析､評価､処理及び医療情報システムの知杜を学習す
る｡

放射線安全管理学 4 放射線などの安全な取扱いとその関係法規及び保健医療領域における安全管理の知能や技術を学習し､間偲解決能力を
養う○

瞳床実習 10 診療放射線技師としての基本的な実践能力を身に付け､併
等を養うとともに､被験者及び患者への適切な対応を学ぶ○

また､医療チ｢ムの一旦として責任と自覚を養う○

小書十 49

合計 p93

3.睦床検査技師

教育内容 単位数

塞 科学的思考の基盤 14 科学的 .論理的思考力を育て､人間性を磨き､自由で主体的な 行 う1 の

礎 人間と生活 メ. ○る｡国際化及び情報化社会に対応できる能力を養う.
分野

小書十 14

専(基鍾分野 人体の構造と機能 7 人体の構造と機能を系統的に学び､生命現象を抱合的(=理解

し､関連科目を習得するための基礎能力を養う○

医学検査の基礎とそ 5 医学 ー医療における検査の基礎を学習し､疾病の成因を系統的
の疾病との関連 に把握､理解する○

保健医療福祉と医学検査 4 保健 .医療 .福祉の制度を唾解し､予防医学と検査の関連並び-
に の チームの- て
の自覚を養う.

医療工学及び情報科学 4 医療分野に.おける工学的手法の基礎と概要及び安全性対策を理
解 .実践できる能力を養うとともに､情報科学の理論と実際を
習得する○

小貫十 20

専 臨床病態学 6 各種疾患の病態を体系的に学び､疾患と医学検査との関わりについて理解 .評価し､路床に対して支援する能力を養う.

形態検査学 9 身体の構造､特に疾病時の臓器 .組織 .細胞等の形態学的検査についての知雛と技術を習得し､結果の解析と評価について学
菅するD

生物化学分析検査学 ll 各種生体試料に含まれる成分について､遺伝子解析等を含む生物化学的分析の理輪と実際を習得し､結果の解析と評価につい
て学習する.

病因 .生体防御検査学 10 病因 .生体防御の仕組みを理解し､感染 .免疫 .遺伝子-.檎
門 血 .移植に関する検査の理論と実際を習得し､稀兼の意義及び

分野 評価について学習する.

生理機能検査学 9 生体からの生理機能情報を収集するための理論と美麻.=ついて習得し､結果の解析と評価について学習する.また､検査時の
急変の対応についても学ぶ.

検査総合管理学 7 医療枚開等における医学検査の意義を理解し､抱合的精度管理
及び糠暑 .情報 .運営 .安全に関する管理法を習得するとともに､椎葉倫理を高める.

島地実習 7 路床検査技師としての基本的な実践技術及び施投における検査部門の運営に関する知誰を習得し､被扱者との適切な対応を苧
ぶ.また､医療チームの一点としての責任と自覚を養う.

小計 59

合計 93



4.理学療法士作業療法士

教育内容 単位数

基 科学的思考の基盤 14 科学的 .論理的思考を育て､人間性を卓き､自由で主体的な判軒と行動を培う.内容とする.生命倫理､人の尊厳を幅広く
礎 人間と生活 理解できるようにする..

分野 国醇化及び情報化社会に対応できる能力を育成する.
小計 14

専門基礎 人間の構造と機能及 12 人体の構造と機能及び心身の発達を系統立てて理解できるよ

ぴ心身の発達 うにする.

疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 12 健味､疾病及び障書について､その予防と回復過程に関する知枕を習得 し､理解力､観察力､判断力を培う｡

保健医療福祉とリハビリテ-シヨンの理念 2 四民の保健医療福祉の推進のために作業療法士が果たす役割

分 について学ぶ｡
野 地城における関係樽税関との調整及び教育的役割を担う能力

を育成する.

'J､計 26

専 基礎作業療法学 6 系統的な作業療法を構築できるよう､作業療法の過種につい

て必要な知椎と技術を修得 し､社業倫理を高める態度を養
ラ.

作業革法評価学 5 作業療法過程における作業療法評価 (放棄関連を含む)の枠
組みについての知識と技術を習得する○

作業治療学 20 保健医療福祉とリハビリテーションの観点から､各疾患､各障書への作業の適応について知取と技術を習得し､対象者の

∩分野 自立生活を支援するために必要な間趨解決能力を養う.
地域作業療法学 4 家庭生活.地域生活､職業関連生活等における作業行動の形成について､各障害に即 した地域ケア活動を展開するための

能力を養う.

砲床実習 18 社会的ニ-ズの多様化に対応した臨床的観宇力 .分析力を養うとともに､治療計画立案能力 .実践力を身につける｡学内
における鹿床演習を行った故に､各障害､各病期､各年齢層
を借 りなく行う.

小計 53

合計 93

5.号持せ覚士

養育内容 単位数

慕鶴分野 人文科学二科目 2

社会科学二科目 2

自然科学ニ科目 2 -科目は統計学とすること.

外国籍 4

保健体書 2

小舌十 12

専(慕義令野 基礎医学 3 医学捨輪､解剖学､生理学及び病理学を含むo

蝕床医学 6 内科学､小児科学､精神医学.リハビリテーション医学､耳鼻咽喉科学､臨氏神軽挙及び形成外科学を含む.

砲床歯科医学 1 口腔外科学を含む.

音声 .言辞 .聴覚医学 3 神経系の檎達､機能及び病態を含む.

心理学 7 心理測定法を含む｡

言語学 2

音声学 2

音響学 2 亜鷺心理学を含む.

晋店先蓮華 1

社会福祉 .教育 2 社会保杜制度､リハビリテーション概論及び的係法規を含む.

小t十 29

専∩分野 書店聴覚叶音字推論 4

失賄 .高次脳機能障書学 6

富岳発達陣書学 6 脳性麻庫及び学習障害を含む.

発声発信 .喰下障害学 9 吃(きつ)音を含む.

聴覚障害学 7 聴力検査並びに補聴蕃及び人工内耳を含む○

睦床実習 12 実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと.

小舌十 44

選択必修分野 8 専門基礎分野又は専門分野を中心として講義又は実習を行うこと.



4の1.理学療法士 (参考資料 4 ･P4差 し替え資料)

教育内容 単位数

基 科学的思考の基盤 14 科学的 .論理的思考を育て､人間性を磨き､自由で主体的な判断と行動を培う内容とする○生命倫理､人の尊厳を幅広 く
礎 人間と生活 理解できるようにする○

分野 国際化及び情報化社会に対応できる能力を育成する○
小計 14

専 人間の構造と機能及 12 人体の構造と機能及び心身の発達を系統立てて理解できるよ

ぴ心身の発達 うにする○

疾病と障害の成 り立ち及び回復過程の促進 12 健康､疾病及び障害について､その予防と回復過程に関する

門基礎 知韓を習得 し､理解力､観察力､判断力を培う○

保健医療福祉とリハビリテーションの理A 2 国民の保健医療福祉の推進のために作業療法士が果たすべき
分 役割について学ぶ○
野 地域における関係諸機関との調整及び教育的役割を担う能力

忍 を育成するo

小計 26

辛門分野 基礎壇学療法学 6 理学療法の枠組みと理論を理解 し､系統的な理学療法を構築

できる能力とともに､職業倫理を高める態度を養うo

理学療法評価学 5 理学療法における評価の枠組みを理解 し､心身機能と構造の
評価に関する知識と技術を習得するo

理学療法治療学 20 障害の予防と治療の観点から､種々の障害に必要な知識と技
術を習得するo

地域理学療法学 4 患者及び障害者の地域における生活を支援していくために必
要な知識や技術を習得し､問題解決能力を養う○

臨床実習 18 社会的ニーズの多様化に対応 した臨床的観察力 .分析力を養
うとともに､治療計画立案能力 .実践力を身につけるo学内
における臨床演習を行った後に､各障害､各病期､各年齢層
を偏 りなく行うQ

小計 53

合計 93
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4の2.作業療法士 (参考資料 4･P4差 し替 え資料 )

教育内容 単位数

塞 科学的思考の基盤 14 科学的 .論理的思考を育て､人間性を磨き､自由で主体的な判断と行動を培う内容とする○生命倫理､人の尊厳を幅広 く
礎 人間と生活 理解できるようにする○

分野 国際化及び情報化社会に対応できる能力を育成する○
小計 14

専 人間の構造と機能及 12 人体の構造と機能及び心身の発達を系統立てて理解できるよ

ぴ心身の発達 うにするo

疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 12 健康､疾病及び障害について､その予防と回復過程に関する

門基礎 知識を習得 し､理解力､.観察力､判断力を培うo

保健医療福祉とリハビリテーションの理■■ー 2 国民の保健医療福祉の推進のために作業療法士が果たす役割
分 について学ぶ○
野 地域における関係諸機関との調整及び教育的役割を担う能力

I8 を育成する○

小計 26

専 基礎作業療法学 6 系統的な作業療法を構築できるよう､作業療法の過程につい

て必要な知識と技術を修得 し､職業倫理を高める態度を養
つ○

作業療法評価学 5 作業療法過程における作業療法評価 (職業関連を含む)の枠
組みについての知識と技術を習得するo

作業治療学 20 保健医療福祉とリハ ビリテーションの観点から､各疾患､各障害への作業の適応について知杜と技術を習得 し､対象者の

門分野 自立生活を支援するために必要な問題解決能力を養 うo

地域作業療法学 4 家庭生活､地域生活､職業関連生活等における作業行動の形成について､各障害に即 した地域ケア活動を展開するための
能力を養 う○

臨床実習 18 社会的ニーズの多様化に対応 した臨珠的観察力 .分析力を養
うとともに､治療計画立案能力 .実践力を身につけるo学内
ニおける臨床演習を行った後に､各障害､各病期､各年齢層
を偏 りなく行う○

小計 53

合計 93
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6.睦床工学技士

教育内容 単位数

基 科学的思考の基盤 14 科学的 .論理的思考力を育て.人間性を磨き､自由で主体的な判断と行動を培う○
鍾 人間と生活 生命倫理及び人の尊厳を幅広く理解する.

分野 国際化及び情報化社会に対応できる能力を養う｡

小計 14

辛 人件の耕並及び境地 6 人体の柵連と機能を系統的に学び､生命現Aを粍合的に理解

し､関連科目を管神するための基礎的他力を暮う○

睡床工学に必要な医学的基礎 8 臨床工学に必要な塩味医学の基礎及び各種疾患の病態を体系的.に学び､チーム医療の一点として.医療の内容を杷逢し理

門暮I分野 解する能力をtう.
臨床工学に必要な理工 16 施床工学に必要な理工学的益礎知恥を習得し､医療に応用さ
学的基礎 れる理工学的技術 .拙者を理解するための能力を兼う.

臨床工学に必要な医療付和技術とシステム工学の暮ヰ 7 医療分野で利用される情報処理技術及びシステム工学を学ぴ､その実践応用を理解する基礎的能力をaEう.

小耳十 37

辛門分 医用生体工学 7 工学の基礎概念を用いて生体を理解し､工学的技術を医療糠

器に応用するための知托 .技術を習得する｡

医用機蕃学 8 曲珠で利用される計沸機欝 .治療機器の原理 .補遺 .構成を工学的に理解し､その適正かつ安全な使用法や保守管理に開
する実践的知触 ,技術を菅得するd

生体機能代行技術学 12 人の呼吸 .循環 ,代柵に関わる生命維持管理装tの原理 .棉進を工学的に理解し､その適正かつ安全な使用法や保守管理
に朋する実姓的知地 .技術を菅紳する.

医用安全管理学 5 医用工学社器を中心とした医療の安全確保のために､機蕃及野 ぴ関連施設 /.設備のシステム安全工学を理解し､併せて関連
法規 .各種規格等を学習し､医用安全管理技術を習得する.

関連睡床医学 6 臨床工学兼務を行う上で必要な関連疾患の病態及び治療法を理解する.

海床実習 4 由床工学技士としての基礎的な実践能力を身につけ.医療に
おける臨床工学の重要性を理解し､かつ､患者への対応につ
いて路床現4で学習し､チーム医療の二見としての★任と役
朝を自覚する.

小計 42

合計 93

7.救命救急士

教育内容 単位数

基 科学的愚考の基盤 8 医虎従事者として必要な科学的愚考及び教暮を身につけ
るロ生命に関わる科学の基礎を理解し､疫学的な考察力_香

捷 人間と人間生活 培つとともに情報化社会に対応できる知汝を軍称する.
分 人間性を磨き､自由で客親的な判断力を培い､主体的な行
野 動力を身につける.

小計 8

専門基港分野 人体の構造と故地 4 人体の構造と境能及び心身の発達に関する知乱を系統的に

習得する.

疾患の成り立ちと回徒の過程 4 疾病及び陣書に関する知抜を系統的に習得する.

健康と社会保陣 2 公衆術生の基本的考え方を理解し､国民の健康及び地域 .
環境保健､医dE及び福祉についての知識を習得する｡

小 10

専∩分野 救急医学概姶 6 生命倫理と医の倫理(インフォームドコンセントを含む)の

基本的考え方を理解する.

地域における救急救命士の役割を理解し.メディカルコントロール体制下における救急現蟻､搬送過程における救急
匡dE及び災害医療についての知一弘を系統的に習得する.ま
た､救急救命処置に係る医療事故対策について理解する○

救急症候 .病態生理学 7 各種疾息の症候 .病姶生理について理解し､症侯 .病態ご
とに私案､評価､処茸及び搬送法に関する知識を系統的に
習得する.

疾病救急医学 8 各種疾患(小児､高齢者､妊産婦等を含む)の発症機序､病
魅､症状､所見及び予後等について理解し.亀穿､評価.処置及び搬送法に関する知牡を系統的に習得する.

外傷救急医学 4 外書の受佑枕垢､先生枚序､病態､症状､所見及び予後等について理解し､親等､評価､処書及び搬送法に関する知
許を系統的に習得するo

環境障害 .急性中毒学 1 環境El子､中書物T､放射線等による件音の発生tkFF､薪
腿､症状､所JL及び予後書について理解し.親欝､評価､
処正及び搬送法に関する知鼓を系統的に習得する.

陸地実習 25 #得した知抜を病院前放任において的確かつ安全に応用で
きる実践能力を身.=つけ､メディカルコントロールの王事
性を確放し､書病者に対する適切な態度を習得し､医師と
ともに救急医dEを担う匡dE従事者としての自覚と*岳感を
養う.

小計 51



8.歯科衛生士

tTPI書 JL位A

JE科学的愚考の基盤 10 r書RaE礎分野J及び r書Pl分野｣の基礎となる科目を投定し､併せ

て､科学的 .AB哩的患考力を育て､感性をJeき､自由で主拝的な判断と
行hを促す内容とする.
人rqをqF広く理解できる内容とし､人Ty)BI俵AB.カウンセリング始と技

人RElと生活

分 Fl酔化及び什軸化社会に対応しうる他力を書庇する.
JF 生命科学事の分野の理書を果める内幸を含むことがまましい.

暮務の特性にdEみ.入社のJL手性について+分理解させ､人格意Htのf
及 .it牡がElられるような内申を含むことが望ましい.

小計 10

■∩ 人体 (歯 .口腔を除く.)の♯進と拙能 4 人体並びに書 .口腔の補遺と8能及び心身の先達を系統だてて理解し.

歯 .口腔の耕達とlt舵 5 七Jt.兵事について､その予防と回礼浪漫に鞘する知Aを菅許し､併せ

てt寮力.判断力を培う内容とし､解剖学､生理学､病理学.牡生物辛.薬理学事を含むものとする.

疾病の成り立ち及び回tl過程の促進 6i暮分 人々のdl.口腔の棚 に関するセルフケア能力を高めるために必婁な赦
書的役+Iや､地J*におけるBq焦姑a印書とのVI&能力を培う内容とし.
tj睦再生学､公衆4i生学､4i生行政 .社会福祉及び叩俵法規事を含むも

野 のとする.

歯 .口姓の竜虎と予防にBt)わる人間と社会のtt組み 7

中書十 22

書∩分野 歯科帯生士杜肋 2 dr科中生士の暮I *務の幹也みと理Aを理解し 暮暮dh理を7(める妙

Jtを事う内容とする.

吐床書科医学 8 書科医■の七草とそのptal肋の暮確的dr理や基礎的技術を学ぶ内争とする.

他力を暮えるような内容とする.

歯科予防処tl一 0 生丑をAじた♯4E的なE)亜保tf理について十分に理解させ､疾患やライフステージ別の予防法や予防システムの群集を学ぶとともに.暮務配
舟の妃暮法や紀牡の曲事性のI書を深める内容とする.

歯科保健指jlh 7 ライフステージ毎に多様な生活環境 .健Jt状姫にある値入およびJEEZlに対して,書門的な立4からせ科保鍵箱jI.救7Fの支操ができる能力を暮
えるような内容とする.

沓科幹dE補助廿 9 チームESdFの-Aとして書科珍書補助兼務の基礎的理IBや暮礎的技術を菅ftする内容とする.

沌地実習 (海床兼官 20 知沖 .技術をdr科曲氏や地J*保七等の美也の4両に適用し.理aLと乗法
を含む.) を肯ぴつけて理♯できる能力を*う内容とする.

小 54

玉択必♯細円 7 各暮成所において独白にii成し､社務の特性に鑑みた内容とする.

9.社会相牡士

fIEl名 ■■■30O-汀二,.-.-.r- =. 二 一 二 :r r lrJL . =--- .T.←--..H lT-.k) I . .L ∴ . , -一∴.; i.二 .- .-- -.

.I..- )-, :;こ IJLf l -

;. .I., 汁 ′′;. L: 1

二i. i.-- ■̀,.メ ; Jr/ =- 1 .1

78BR班肋の書JAと方法 120 て1.. - .㍗ ,.=p∴ . .:一 二L 1

r.:ノ′′ ;i .i- -- :- .

に の l~ついて

･J.-I;. - .: -

30 甜TT. ;二一 .-7- . .. -- ≡,.JT L. T. . l T T≡-;. -"; .,こL-I- :L -

りJ.., 一.IL- -: 1- ､

I.lJ.J. ｢ ,JJ: 一二.I . i: .

の の について
良B～dE

ち.,J..卜 .-.J〒-. r ン , A.=-;::-: . - J F.1...-▲二L ∴∴-,

慧♯JlNJl 30 ∫-A- p L ; J T T r - .L- - 1

pRt■4サービス 30 こl-.: .一 ,I- .一一-i.-.A,A .. -..ニ ー L--:- .i, 1

就労支牡サービス 15 - 2-, . ン .--:.｢∴ :TL ll ,
I- LJ; rJL, -: .

30 T-- ..--. 三 二 二 1.. L -: 一二:,:.A- /≡- i, .

"-.i -- A.--,Ji.J.L .- ,I -.; I- :.---

ち.E)I..:A ". ir.I-,.. ∫- rJ;I .-- .I :;L7 J .:リ .t: .

～)]i-JJ., - I L,I.J J: ,-エ=Lじ;--jpl.A :-∴.



10.管理栄養士

教書内容 単位牡

i ･x等F-1学校であって管理栄兼士兼成施設の稚合は､人文科学､社会科学､自

+分野 然科学.外四借.保健体育で計 42単位小針

書 社会 .珠J*と催Jk 6 人間や生活についての理解を深めるとともに､社会やZI境が人間の健dEをど

う規定 し左右するか.あるいは人仰の健dEを保持叫進するための社会やZlgE
はどうあるべきかなど社会やZI塊とQtdEの関わりについて理解する○

人体のfR並とa他及 14 1)人体のfI並やtk舵を系統的に理解する｡

∩i∫分 ぴ疾病の成り立ち 2)主事疾患の成田､病態､診断.治dE書を理解する.

*べ物と健BE, 8 *品の各種成分を理Afする.また､食品の生育 .生産から.加工 .胡理を経一一 て､人に拝取されるまでの過種について学び､人件に対 しての栄暮面や安全
面gFへのtffや評価をJg解する.

10 ※上配 3分野についての実J*又は美管

小計 38

■円分野 基礎崇兼学 2 栄事とは何か､そのttについて1解する.

也dEの保持 .相進､疾病の予防 .治*にお(1る栄暮の役DJを理解 し､エネルギ-､柴暮兼の代耕とその生理的暮暮を理解する.

応用果暮事 6 身体状況や柴*状軌 こ応 じた崇tf頚の考え方を理解する.妊AFや発f､加胎など人件の耕連やdI能の文化に伴う栄暮状J5等の文化につ
いて十分にg書することにより､兼書状血のFP書 .羽東 (栄暮アセスメン
ト)の え . た. に
兼の枕能等を理併 し.牡kへの形書に関するリスクfQq)基本的考え方や方
法についてZi#する.

栄暮教育h 6 8LZk.柴暮状態.*行tb.*珊攻書 に内する什fRの収暮 .分析､それらを抱合的l=押す .判定する能力を暮 う.また対tl=応 じた栄暮坂7Fプログラムの

_マ ン 一′ つ

の向上(=つながる主体的な美也力形成の支技に必辛なQLJk.栄*板書の理h
と方法を♯称する.特に行h科学やカウンセリングなどのJI始と応用につい
ては沸Y .実晋を活用 して学ぶ.
さらにJr休的,付7+約.枚*的状況事ライフステ-ジ､ライフスタイルに応
じた栄暮板書のあり方､方法について拝絆する.

臨床栄♯苧 8 dF病者の病瀬や筆書状態の拝辞に益づいて.Z切な兼暮f理を行うために.

朱書ケアプランの作成､実地.肝やl=関する推合的なマネジメン トの考え方
を項解 し､具体的な柴暮状態の辞す ,判定.柴*補給､葉書教書.食品と匡
集晶の相互作角について♯書する○特に各fI計測による評価 .判定方法や

ベッ ドサイ ドの崇暮指事などについては美甘を活用 して学ぶ｡また匡dF.介a - ､ ~ ヽ 理 する

jIN丘やチーム医 における8tfIにつして 群 .さらにライフステージ別､各社疾患別にJr体状況 (口腔状他を含む)や栄暮
状世に応 じた具体的な栄書f理方法についてdE称する.

公衆柴I苧 4 地域や■域等の健Bk.崇t同JIとそれをセ リ等 く自然､社会.妊乱 文化的

事EBに朗する什報を収暮 .分析 し,それ らを抱合的に評価 .判定する能力を
暮 う.また､保七 .医女 .7r牡 .介tlシステムの中で.巣I上のハイリスク
Jt団の特定とともI=あらゆる曲JF.兼JF状農の看l=対 しき切な栄*卯連サ-
ビスを捷供するプログラムの作成 .実施 .押柾の抱合的なマネジメン トに必
事なせJAと方法を書称する.
さらに各4サ-ビスやプE)グラムの叫丑､人的JF源など社会的*牙の活用.
巣It*租のf理､コミュニケ-シヨンのf理などの仕租みについて理解す
る｡

給*経営f理B 4 給tZ宮やBt連の兼源 (*品流iLや*晶卯発の状況.始tにBFlわる租*や催
*等)を稔金的に判断 し､葉書iii､安全面_梓謙ifi全収のマネジメン トを行

つ能力をt つiマ-ケ丁イングの原理や応用を理解するとともに.租■f理などのマネジメン トの玉木的な考え方や方法を停称する.

8 ･x上妃6分野についての実柴又は葉音

抱合三六晋 2 ■門分野を横断 して､葉書評価や書理が行える投合的な能力をIう.

故地実習 4 美也活hの4での辞且発見こ解決をiLして､栄JE辞書 .判定にIづく壬切なマネジメン トを行うために必羊とされる■Ptl的知Jk及び技術の統合を匝る｡

小計 44

合計 82 書門学校にあつては.基礎分封42単位を加えると12L4JL位 (大学の投t玉串



各 医 療 関 係 職 種 団 体 に お け る研 修 の実施状況

茎表 緊 要警 惣 汲 況…" P.1

1.日本理学療法士協会･-HHHHp.2

2.日本作業療法士協会日日･HHHp.4

3.日本歯科衛生士会HHHHHH･p.7

4.細胞検査士会･‥･-･‥HHHHp.8

5.日本診療放射線技師会HHH･=p.9

6.日本臨床衛生検査技師会.‖‥‥p.10

7.日本医療社会福祉協会日日日日･p.ll

8.日本栄養士会‥HHH･日日HHp.15

9.日本救急救命士協会HtH-･-･p.16

10.日本言語聴覚士協会日日-･-Hp.17

ll.1日本診療情報管理士会･･--･-p.18

12.日本臨床心理士会･･‥HHHH･p.19

13.日本臨床工学技士会･HHHHHp.20

チーム医療推進協撫食事加団体
生涯拳曹システムへの取り組み状況

■■■(巾 生1事7システムの書■ *Ao●加ttR

甘木FE■社●■tt■ SOY 有 不明

;異類鮒 顛無整 jl;,

El事JtI士■ 851 育 不明

El+■l一■JL士t● 45* 育(+さiA上) 17%

F♯■■■●士tt 0.1% 育 0%

B暮1rr■暮士t■ 59.4～ 育 H24年丘9JA甘食MdE延べ受J*書k2.081名(会A12.104名)

I)♯●JtdE*士t▲ 71,ll 育 7_9%

1001 育 100%El棚 ■■事■■■■暮士■

B書●■書生士■ 15.3% 育 H24年丘841辞書会朋催,延べ*Pl書故22,798名(金A15,750名)

Fl暮■tN 士t■ 55.0ヽ正BA■5.889名 育 15.5-(JidE&■プE)グラム書7書)

I)+■■廿■It士■ 約11ヽ 育 約17%

l3本M 仙 ●&■■ 57.lot 育 H24年産132研♯金帥催延べ受P書政8182名(会JL28.827毛)

El♯■事■Jt士や■ 77.4ヽ(H2且3月兼18) 育 2ヽH25.一月lk在)

t]棚 f生■暮tuI* 58,7ヽ 育 19.6%

日棚 エ稚 士一



1.日本理学療法士協会

地 金 主 催 の 一計捗 の 内 容 等 (主 に 実 施 して い る もの)

研*テ-マ､名称書 月度 +辛 #**

●f分■ 薪人数育プログラム 2600JL位 全EZl47細道府外の下林抽斗が運営.事故3-5年日くらいの着手金Aを対*とし､租沖､

h哩､qJtや社会の中での理学dt法など基本的な知杜の書特を目的とする. 法土合JL

現学dt浪士荊V会 B8回 噂学dt法士としての基本的な理学dE法の理■ 士毛A
(基本ヰ 斗拍+美揺) や技術を学ぶ.対■は若手-中里の理学*法士

理学♯沃土Pt官金(応用l■) 73回 性東的治4の理bや技術の展開 .向上をはかる｡ BA

載A研拝金 2回 *成故地諌書を対tとした研書会.卒銭坂書の在 り方などについてワークショップを交えてPI催. JI事■沃土暮虎枚の♯A

韓鹿央官給群書研♯負 8回 ･TrI,ー/;: ...-F.■.二1. --I-.LL-ir 那 社半枚法士暮成故の牧の再方を対JLとした研♯金.dl珠美f敢tのiELJ方などについてワ-ウシユツプを交えて A､dF珠美Vの沌中書
l■一■★ 以上)

t JE稚理学dE鼓 2l白 ヒ トを対tとした基書冊J*と.恥* .埠*細Abを対tとした暮せqJ*の 2つ.旺定JHB受検のAに必頚として受Ptすべき研♯会. TLf=BA

神撞理学dt法 9回 64年中､♯種族PF書､甘tlPF書､先達P書の4領JdのI軒 トピックスから晋草書射 こついて.L8定*枯受Bの為に必頚として受ELすべき研甘食.Bi卒中甘J*のgF#会がIも#JZが古い (65)) 7したさA

内琳辞書理事dE法 4回 書ZtさまJL PI吸書*缶.★JPAなどの代MJt#の3旬lJdの点息におpけるIホ トピックス

からJZ学dt法について.比丘*格安J*のAに必親として生Ptすべき研♯食. TLf=*JL

荘h串理学療法 3由 ttb+Pl暮.切断.スポ-ツJl学dE建.8t手書法の 4qJ*のI書 トピックスから理学女鹿

定*#分■ T=ついて.t8文士枯受検の為に必乗として受htすべき研♯会. TL1-=*JL

生,S耳鏡支II 4回 地J*I事dt丘やJBqtlJハ ビ リ コミユニ TLT=BA

ティ-のせJlqf姓や社会●加に的する4半群汰.介LL予防.N♯JLの､4旬J*のJL琳 トピックスから4年dE法について.限定*枯受故のJLに必須として生れすべき研♯会.

l一理dE達 3回 hldt法､7I■ ,■4ケア､ヰ■fgの 3ⅦqtのJL折 トピックスから理学dE!封=ついて

tB支yt枯丑tAのAに必gtとして支l■すべき研+i. TLt:虫JL

数十f埋 3【司 ql床での草書｣書Ji茸昔､学牧故書の 3qqEのJL軒 トピックスから巧手dE法における着用

J=ついて.旺定井格生供のJtl=必須として受納すべき研♯会. TLf=BA

指定研♯会 4回 牡定★枯受牡のための受II要件としての指定 7LT=BJL

早書分FF 基Q理学♯法 2Gi7 r科事するシリーAl｣研書金.拝伊里すJE金 (ひとを対tとしたaE叫や♯)など､益ヰ分野の理学dE法の入Mqのgf書. 全亜A

書●姓Ji事dt法 3回 rBi卒中Ji学dt法の視点と井Fh .ミラーニューロンの明らかにしたもの､事書と粗など.沖牡のI学書法に限する研書. 仝*A

内舌B叶書理学dF法 13回 循環弘理学dE法入門セミナー.生体反応モ二川ンr､心廉 .大血書手術牡の理学dE法.♯尿d は-琳例外あL))

理学4法.呼吸g学dt建セミト､lb不全のg学dE法､呼吸理学女鹿Pt塵ヽ書耳Tト●∧●ンス､など.内申Ft書の理学dE法に関する研書.

基軸穿理学*法 2匝】 丑ha俄辞書に対する牡他捗断とクリニカルリーズニング､PA珠研究による理学♯法砂肝 全会A

学♯集のA体的手法など.ZhもPF書の理事dE法に関する研書.

生活オ境支捷 7回 I+がい着水■JJ指it者FI官金.福祉用兵セミf-､ 全会A

物理舟法 一回 物理gE法鎖bEにおける教書と研究など.肋理d法に関する研書. *BA

教書管理 2匡l 管理運営研書会､≠書の荘昔i理､マネジメ 全*A

徒手理学dE連 1匡l JFONPT圭fL研♯会､使手dL法の 全会A

舟♯心理理学dt法 2白】 身休 リハ ビリテーションにおける特沖医学 .心理学的対応など 全*A

tt分FF丘*促進 .支捷セミト 2回 起JE促進を目的とした研書垂.王書のノウハウや､丘tのための事暮計司書定などを学ぶ. 全*A

坊間 リハビIJテ- 1回 肋同 リ八でのtJi書T虎をEl的とする. 皇*A
ンヨン管理者研♯会

兎所llnt'tlfJ Jヨン研♯余 1回 急所系サー ビスの理解と主用を学ぶ. 全会A

介tI予防Tr n'ンスtミト 1匡l 地J*における介NE予防のア ドJ{ンス■ 全会A

推美SZ書12着研書会(置dE,介EL) 1匡l i+A
lI事型f】1書のTJ*を目的としてM4.

l■■令TF F)帝教書セミナー 1回 4lFP社会でjL用するJg学dE法士の書dEのた a■aIJgt*丘士とJtJC

め､世界のg学■丘に甫するt軒の知*や技術を学ぶことを巨的とする. 牡の学生

海外技術協力セミ 1回 iA上EFlでの甥牛dt法のf丑やII暮書支払に携 全*A
ナ- わつたPkかJ9投書協力に(=ついての知Jtを学ぶことを目的とする.

千の他 Jリカ レン ト研♯会 2 4JL支杜をふくめたリカレン トにBIする甘暮

をB的としたgF書全. 全ての*Aを対暮とJrる

溝規tk肘研書会 1匡l 倫理にかんする書tをF的とした研書会. 全会Ak肘研書会 1匡l 倫理にかんする書tをF的とした研書会. 全会A



2_日本作業療法士協会

∫I+■●∫士■■A1■■ t理丑善 年6B) 暮4書書♯7書

故 書 法 年6B) 暮札研書書7書

gf究法 年6回 事ぶ. 榊 研書書丁書
*する.

■ft●●∫ Jr体 PL書dLqt ヰ6申 -~1~山上J
書 神 F一書領Jf キ2Eg 以上l

JLI★■ 老年 XI拝 書q4 年2回

7士■■■ Ji 上 l

先達 l中書領Jd 年2匝l FITG▲｣=1

■ 暮次 Gia 能#書分軒 暮■ :年3回【■∩■一■】 書 (免■■■hLJ)

【■∩¢■】

♯ 7+科A 性Jl分軒 JIdL:年2回 【■∩暮■】<■tLIO暮■tJt>

q-NNILdLTtL*うーとOFい■書A■tt-tl'心r=■止■の状■やJLft■り●くtItJI
<■tLJISBJのtqt>

書 (免■■拝もLJ)■と■■.
(■∩序■J

捷t l最下分野 主従 :年2匝l 【■∩暮■】
暮 ーANL一書ALJ)

■作I■ lJIM応JII)

手 外 科分 封 ハ ン ドセ ラ 【■M暮■
立 ■4 Ib d}T+
士 tlJ?* r= 4 Jt■Jt暮■bJLd)■+

七 て■■ 書 く免■事件&り)
～ 【JIM応Jllt

千dB

* 別支 牡分Tf 書M :年2回 【■∩暮■】<+JIZ■ttIIZ>
(■∩応■】 + (A■■■ALJ)

に に し い

良 知丘 分 野 Jiヰ :年4l司応用 :年2回 (■∩暮a)<JIJIld>暮■hJL> + (免■I♯あり)

耕 社 用JL分Ff 暮せ :年3回 【■∩▲■】 書(A■ttもLlー
t■∩応用J

応用 :年1匝1
ことがで書t.

fFI ト(M) 年1回 正*A

年1回 正●■
す る仲井書法

dE注 年1【司 正金Jl

tll白 正*A
dE法

4法 暮1l曳 jEaJt

王左 年1l司 jE*JL

作IFdF法FBJE実Tのあり方 年1回 jE*JL
. .く L方

■漢1■■∫す+ 書AJ4す4.

JB卒中の早期作JEdL注 年1回 iE*A

毛■入所.特別Idl老人ホームの作*■法 年1回 正金J

年1回 正*Jt

作暮dE珪 41g jE B A

平成28年Jltb tI.介lIt■什書書に■する作暮dE珪 年1回 正金JL

Jt知丘初JqJL中支a 年1回 正金■>JL ノ

4■への不安牲* 年1画 ■ iE*A
kを含めて作JEt≠士の4+の不安tの tJtをB的lこす●tをIIItする.

EEH■学会 で発 表してみよ 年 2回 正*A

年1回 正金A

FJI交流セミナー 年1回 jEBJLことtlj的とする.

故A研 プログ ラム Ⅰ-Ⅴ 年2EE)2年で1クール 正金JL



海床It拷 中収 .上牧研♯ 年2l司

j*者柿♯ bl出切書全史Tb書)

る.

全EEl研書会 年2匝ー 正金A

ta金書道舟■作 の生jEak書84丘の現JL寺井iL研dE会 -ZLとして､各テーマ 春立肝A作壬dE盛土金が主従する研牡の内容書 正金A

一つヽ､ 丁-マ つ _ こ つ い .
①fIJL4娃生且書1■A

⑳■■■■

I 年1匝L■法士 ◎巾JL巾ELの可Jt性41■ll■書と●■?I⑳+IdtP

会による QIー■I書

現七着丑択研♯会 各テーマ 正金A+ ①書休■書
#負 年1回 ⑳q+*書⑳弗1■T

3.日本歯科衛生士会

1B金主催の研書の内容等研#コース .項目 (主に臭施 し♯ft■位1JL位60分 ているもの) I T 対■書書

基本gF+ 由周治dEの基本技術 15JL位 (E的)好科dF生兼務におけるBE氏的 .冥且的な基本技件を# (糞Jf対Jt書)

耕 し.書円性を高めるとともに.兼就事由科術生士の戟*を支

捷する.(企国運書)日本■科書生士会 (以下 r本会Jという)(夷施主休)♯江府れ書科中生土台 む)(平成24年丘集k状況)

捷* り森下故地dE法の基本技術 15■也

各ヰ正府れは.本金の生丑gF♯NLE実施車Mに主づいて実施する.(研♯4丘全称 .書7旺交付)受LR書のgF書k丘は本会のデ-卓Zrした.(♯7■交付)

15単位

タベースに士片される.各コースとも15JL也を書絆した書に♯

7征を交付する.故牡コ-スを#7した軌 =想定研書の受叫犬格が付与される. (コースJN内訳)書貞治dEの暮本姓片311人,摂* .I下■tdt丘

監走 生者晋tI■予防(特生保鳥相gI) 32事故 (目的)d?科書生兼帯の付定分Pにおいて水牛の高いJi薪を事

践できるdl科相生士を書成し.故是することにより､-特定の書 本金の生JEqr♯*▲fIl=JiづくJi木研書Ir=お

円分野における井舟の美也.ai牛.企国柄立の能力を暮い､ZI民の也Jtと稚牡の叫jEに書与する.

在宅dEI清書(口腔tL能書唖) 37JB位

■書 (故走肘 -監定■科再生士セミナー)畦走研♯ はコ-ス別に本会が美沌する.紳 内幸およびシラバスはB走dl科す生土手 d書A)169人

控麦令野A A全において作成する.兼Pt対*書は､主事桝 事において一定■也を♯辞し.di科再生*幕点せ3年以上の書科書生士とする.(監走分軒の特定および降立)世7t分野は.保t.EEdL 7I牡 (コース井内R)生活YtAA干B48人.衣37人(平FA24年JltB定分E,Aの

捷* .鴫下 36十位

の現4においで一定の暮ホ棚 および特走の+M分野の暮Jtな B壬Jl交付)167人

知I一.技術を曲事とする分野であL)､本金が特定した分野とする.旺7t分PはAおよびBに区分される. (コースBl内訳)

リハビリテーション (B定分界▲)本金の色土甘書を♯7した書が想定書生会の暮王寺拝てB走される. -宅dtI抽■83人.鋲* .36̂

■宝 NE専青虫科 日本lI書書■ (捷定分I押)■F'1事食事とのjZホにより.本会が垂FE.指定した■FN1学会事の故書M tttLを書TL.当世+円学会等の事壬を♯ 推Jされ 本金の托全書暮台を8て忠足される ~の JE定■杵#生士■

科学会の書i .推■ て ｡L書合 性走+巾を日本書科書生士会.書rllf暮4円をJLtk書Fl (平氏20年JI～24年生)2.428人(托定分ーllI内訳)
●l良 宇島とする.

t 老年肯科 E]本老年歯科医学金の書 ･(TB走dl科中生士の圭舟および世走妊交付)位7t+壬虫の書暮を4tて IB走分FF別 .tB走書科書生士名叫に圭卑し､tE定Bを 在宅dEINl4 715人._8

定分 i .推jr 交付する.好走を受けてから5年iFI=J!薪する.

野8 地ヰ曲科保健口腔偉名書】聖 日本ロ姓4i生 (哩定性)促走分FfAのtB走Bは､日本書科仲生士会の名称で走 生 人 地JA+科長書 .ロd!学会のfI . 交付する.位定分即 の甘定性は､故 4PIを日本書科術 士金.書壬8Bqを書生を行った書M学会とし.丙*の名称で交付 魚tf現 28人

推I する.凍 以上のtE定朝LFは平成20年度から粥始L Tた定dr科術生士el鹿規軌 に益づいて実施している.



4.細胞検査士会

1B金主 生 の軸 の 内専 書 (主 .=臭JLして いるもの)

書● テーマ､名称f ■Jl 暮■ **+

坐it 教書セ ミナー 2回′年 1)技術知■の向上.*舟のため.2-)2ElM行いZB5*が中心 となる. (事加入牡800人)3)抽地境士士モ折ク レジッ ト対*｡ ■拍■暮士
ワークシ ョップ 5tilノ年 1)技術知kの向上､I特のため. Ill+*士T 2)書手の■8tあL). (●加入k 1回に50人格)

令■ 3)巾Ah8L暮士支薪クレジッ ト対&.

その他 .斗 康4F生検王接辞卓､幹床*Jb学会 ,地 区4台*.8jIJ#A支舟会.などの主*枯I f+に必事 な研♯ * が多 く朋t されてお り■Jb故暮士 は*NLt舟の ためにlO0%の も!の生産&7F研書会に●加 している 催 するのがいずれか

神曲学 会のJt括JE走紬 に合格者 を■曲換圭士 と して捷定 している.育分

一 l = (B床&壬技師 くす 如 EJ&)の*削 I必要 とな っている.)

朝喝検壬士は4年 ご との更新が必妻 です｡

その内啓 を別添JE料 と して ご尭 内 させていただ きますので ご王 くだ さい.

5.本診療放射線技師会

也金主tの書書の内*書 (主に圭k7+テーマ.名書f しているもの)■t 平丘24年J*集■ tt #■■

技f■■ XdCTQL暮 4回 H 汝afB捷書の書の向上と発JIを目指すPLV卓 糊 放射書抜lf(合弁金JL)

LR]枚壬 6回 BdF汝Jf■扶幹(eF*A)

tIEF事&壬 5回 J?dEtufdL技書(***A)

一曲JI形 7回 B4汝Jf■細(***A)

SA化t■Jf 6& BdL汝NdL杜書(1L**A)

kJH tB 6回 H 汝kdhJI(***A)

放射■冶dE 1回 M 故N■扶■(e**A)

i董妻■ tEdE卓全事 2日 切 仏事な科目をヰてんすることや､暮成すIのホJt載T化へのqZL)Aみとして暮ヰJIfをJR定 している.すべてのJBdE放射+tL■がtdIすることをE]的としてZIZAした -桝 汝N*BJF(***A)

ZEdE社会●JZl学 2回 B+tuf■牡■(***A)

kIFEdl事 2L Bdt汝Jf*社中(***A)

■fl事 2回 糾 せJf*扶JF(書亦*A)

暮定 斗Jf其f指事AJL 1Jg 事生だけでなくEEにJt特をhNIしたL>*放**捷拝も対■としたF4東女Iのfi書&■生見7tするためのPtf金 q .-A+Ji*F
血書一書4書tJI士 2l司 EEdEkBにおける放射AfI壬*書の性AI*と安全tLをfL点し.JLrかつZ切なEEdtサービスの向上を拝めるPrdE放射拙技書のt丘 BdE汝Jf+捜如(**BJL)

故at+fJi士 2& FldEkB事でのtkN■fJI.被ばく書尋 .放射性向地元*によ 幹■汝Jf+捷■(***A)
■ る汚Jkを伴った災書や*8事IB.=対応できるBdt放Jldt技■の

f* 7rJC

旦dEdlA什t*ZlfJT士 24 fE用T4のfJI､■脚 *システム､放射■fM システム書の 桝 放Jf+牡拝(*#*L)
■Aに*暮すilfl■fM 書4)tI､*Jt■沖ができるB書放射■丘一事のTFA

AitF走JAV金 3lil 7E亡時■4B書 (Aj)香)切に着用できるJBd放射♯扶FFのT 糾 汝Jft鮒
戒 (tJr*JL)

tL～∫■●めi全 2li fI+としてbFな*Jt暮点nY会 B4tN*枕JI(***A)

EE*4+安全t朝 丘書JIt 2l司 J?4汝**細(*#*A)
EdEI+安全fJII丘書を日冷すBdE放射書抜井のT成

+書t宅研書金 1& FldEt書fJIの暮卓を I?4廿N*杜■(***A)

*Iflt■7台 1回 島★ItiくI正牝のための盲♯地役の廿I把Iを目的としたFR I+tJldtl■

分■ f* (合弁*A)

放射■*ぱく相♯■T成ZAt● 1回 JE柑 ぱくに■する相書JLのT鹿のためのBL甘さ B41kAl～放B(合弁金JL)

I重要ラ +♯注射ZtI虫 18回 チームEE*他 における兼帯拡大への対応.CT.LIu耕土書に焦 榊 放Ar■ttFF

る汝廿 .止血のfIV* (***A)

注∫x+tA暮&-ホT* 9回 チームEdEaLlにおける暮♯拡大-の対応.下85J叱ftk暮に休もdIT* B*故*+紳

(***A)

3回 T4B折l=おけるktEの補助の推進に向けた机官舎 捗dE放射■技師(含非金■)

千の也 FulIEガイ ドライン耕菅生 4回 日本J?書放射■技拝金.E1本擁匹学会.日本棲医学技術学会. EE師､糸剤肝.

E3本d暁集対拝金の48仲 共催でMdE BdE放射書抜席

37回 新卒書のための研書 (aL3L府qtJL也でlI催) 1J～3年Bの射線技師 (■ーLFt廿%nB

女性サ ミッ ト Tt司 女性技Bが抱える問温点書についてグループディスカッション 女性の拶舟放射頼



6.日本臨床衛生検査技師会

tB会 主 催 の 研七 の 内容 等す書 テー マ､名称書 (主 に実施 し弗丘 (年rqFFIdE赦) て いる もの ) 社章 対毛者

～分野 チーム匡dE ー08チーム医dE湘連多JB種 と合同研# El4I+I
f理運営 138庵床検査量の管理運営 (挿丘管理含む)

● ■ 200陸床検査の卒前 .卒故教育全般

～分守 微 生物 339吐床損jEの書Pll知一一.技術 (ltの向上)

免疫血き■ 145痘床検壬の書門知能 .技術 (井の向上)

血液 . 336蕗床検査の専門知抄 .技術 (井の向上)

～分好 昏珠化学 29ー砧床検査の書門知稚 .技術 (Jtの向上) .

痢JZ ー55蕗床検査のJI円如拙 .技術 (Jlの向上)

細胞 201臨床検査の専門知れ .技術 (井の向上)

～分野 生理 547曲昧換壬の書門知k .技術 (J(の向上)
-般検暮 (尿な ど) 283克床牧牛の8円知JI .技術 (井の向上)

*Jh 348路床検査の書Fl知艶 .技術 (井の向上)

～分守 iL伝子 .染色体 33結未検査の書Fl知比 .技Pi(丈の向上)公魚砺 生 299-朱換壬の書円如拙 .技術 (耳の向上)

fft システム 29FL床換壬 の書門知A .技術 (Jlの向上)
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.7.日本医療社会福祉協会

tB金主t の研書の内専書 (主に実地 してい るもの)

濫且卓 EEdF社会結社士 とは.EEdLソー シャル ワ一つ
L.て 公益廿Eg法人白土tE脱 会結社他金 でtR■定l
也 は_ポ イン トで荒す .

研書テ-マ､名称書 弗JE/.監且定足■牡 ■■ HJt+
皇岨

二ノト

+隻II 1lg/午11■■l 社*書牡を事ぶ大事生
ク事生JAB! 舌正しくもつ. 牡暮他 事生.大事書生

♯人研● 6■一■
ルワ-..力-1ロ柵 18P全FL3ケF 2.牡*JtT ワーカー

現荏育gF 6巳一■ 1_JT生分■斤JEの■向7.dl事伽a.(事bJM宅d■

1僻研書l

(Jf生労ttEEtソー 20P全EI2ヶ所 ■ ワ-..カ-

It) スキルPqもL).

3Ellb 暮める. 力
暮幹l計■Ⅱ 3DP全■3ヶ所 ワ- .●ー

● iL七スクーリング る

+ <14>
分■ 特古書1.

･L■とtt*.8才 叫が1時一臥上
84日PZ. 計■e●丁している■

3訂 ･JtL.納材FlF3.･JttLのI書.fal一 tのlttM～LfTしていil書
･dNLとA*T4
くスクーリング> かおる暮.
■■

･LIl*Jr .llf*LJtT･事■■4溝 胡fa!EElで書も_と

3EjM



2tlIX2号 r

力スト.アプローチと 40P 1.ライフ.モデル カー-

事… 5年以上の*任書が暮ましい

プレスt■-- lDltP カー-

ス 1日一〇■ ソー.yヤルワ-カー

ワーク 1EIJI ウ.一一カー

暮暮十も.

ZDP全■2ケ7* ■■●●3年ーL上の兼一一書

2品P ■JEJI.群生児E仙 Bを
ワ クqt ルワーカーItEf

る■方3EJ* lEllop ワ-カーI任●

向き書うー 1l3lop ワ-力-let
こと書≠巾と丁も.

1日10P - ht
tlLJttt B竹とする.1_■FEV事 ウ-力-4任f

クショップ 181●l■ ウ-力-Itft
1.tJttLhと*■■丘

1El1DP ワーカーtB書 L

ユー {- <イサ 丘L 2El2SP 9_グルーブ肘JL サーJt*f

I ′ -Iモgf+ ていもta)I.0A)*書暮■1時 以上の珠のtJI州 Ji九も●

人～tA分 一口1朋■

JEV什JrffJW ZtF●フォt)-7..Jプ 事t■■ 1I7rJI■■JLZefP書のfTt

書■■書のためのセミ lf]lop クttit

■ JtJW伸り九JIa4 め5+.訂■lこ★hられる妊書を事tf_qの

ナ- 3.■書の巾U方 t.

■■■■ ワーカー事… 3年末Jtのgt任+

a カ,-LJント(&書的牡X-tlaL) :′ ワ- 一一

∫■ がJ手Lい

lElx3FI ワ-力.-



qL● 1日1○P ることをEI枯す.

4.I書#&*の話中 カー

2日20P

14

8.日本栄養士会(医療関連研修のみ)

協会主fEの研俳の内春等研書テ-マ､名称等 (主に美並 LJl ているもの) tt要 #*%

良氏分野 スキルアップセミ 年1回 路床に秩わる書理栄I士 .兼*士の技術向上をEl的に､注EIさ VI果暮士.柴I士

ナ- れるトピックスやJL斬作中を取り上げる (井*Aを含む)

色味栄I学術セミナー 年1回 路床暮務に携わるf理兼I士 .兼I士を中心に､明日から役立つ内容で日々の曲床にTIわる巣暮管理や**指jrの鼻向､MJ)について取り上げ､益種から応用までql広く網&する t1乗暮士.巣8士(亦*Aを書む)

食事♯法学会 年1回 :ER* .症例尭鼓の他.栄暮fg .絵*積善fJ∃内達のマネジメントについて全Fの匡dE施政に勤務するt現兼暮士 .朱書士が一堂に会し研dlを阿る ft朱書士.東I士(井BJLを含tI)

隻JE辛t令封 岳dEに係る兼♯士のみの●加ではないので省略
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9.日本救急救命士協会

地金主従の研書の内B書 (主に垂JELているもの)

gF♯テーマ.名称書 tJl ■■ 対■書

広喜… 9月9日 r故Aの∈り 1 PCスキルレポ-ティングシステムを活用した救急暮生法件 -仙市長

救AJF生島件Jk ■

兼36匡け みだまつり 1 kもJt生畠休♯ -h市民

t杜故Ab 1 事故におけるアナフィラキシ-ショック .JAkd:漢書の枚8九t 暮■■■の現4力向上セミナー

蓋萱の kAJt生法 1 成人､小児､札gLの一次dEO血t､丸正Jt■､▲EDについて -k7RJE

交jt事故救命鼓A畠 1 交1事故に4iLLたときの対応､心NIJf生､AED.止血法 -牡市長

I蓋…t EJJSSA一〇tyburB○ 2 l■■●●士

暮事をaL暮するために柄井されたプログラム t■t+土事土

8LSヘルスケアプロ 3 成人.小児.丸児の-次kdl匁t､丸正JL柏.AEDについ tJLt+i
バイダー て AA*d>士学生-AA巾民

ACLSプElバイダー 1 成人の二次救命血t､I卓不生瀬､I性もd碓 井.B卒中 tJL&dr士
の初期治tl=ついて &■tdb土事生

プE)′てイダー 3 SSⅠプログラムと向棟のホームスタディから始まり.ダイバーのJtも時のCPRトレーニングとEf書救急ガイ ドライン tJLt●士事土
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10.日本言語聴覚士協会

地金主従のiR暮の内卓書if書テーマ.名幹事 (主に妻JkLt丘 ているもの) 上手 対JL者

■ で■■ 3)tarqiI扶h る.
プ 4)TFBt先dt法のh向
ロ 5)tA金の世封と4捕

グフム■ 6)gF究岳FFh暮ttIJLJIP暮成す 年1匡l 書暮府■土合においてMdEする暮礎計&Pt挿IdEのための榊
JE +* 会

■ 8円I■& 年5回全EEl研 ■rllqtqLのJt軒TM を中心とした生jE事Yのための■JE内書1)q壬4J*科目 (tL計学､書IF事､書無学等)サービス拝供システム (妨向リハ書) 全*A#* 4)TEB先主■書
∩ 12LLJB 5)弗I .*FB(音声■書.書手什書.吃書､捷* .書下Pt書
プ 事)

【コケ 6)書X■書7)4年*7

ラム■i 8)す文法 .diel研究rq上 書il府A士会輔稚 上記全fI研拝金でMJ*Ll=同-群座を83E府Aで粥催 全会JL

i走書■暮I士 捷* .唾下PE書領域 IA年M*68Wの耶Ptgt暮.兼官.丘BI横付､紬 による辞す l■丘ヰJA6年BL上辛

集fi.高次8枚能寸書領叫 柵年刊催6日nqのMEIdF暮､*菅.丘el扶肘､紬 によるP書 l一丘書4LB年Ja上書

TPl弗tFF書d斗 l1年帥t6日rPlのMyt+I､*T.丘BItA肘､耳世によるFI書 ■柵 JL古事以上I

JLXPt事故J*､尭I ,尭fLFt書領域は次年Jl以拝の予定 捕年開催6EjPlの印肌 EL暮､5*菅.丘el境肘､榊 によるtPfF B床♯AL5年以上辛

千め也 加iL群れ士金主催す+I 2012年Jl実4140# Ptま会.症bl故肘金など 細 1府■士全会A
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ll.日本診療情報管理士会

金 主& のすさの内幸等 (寸書テーマ､名称等 王 に 実 施 している もJI丘 の) t畢 AtI

ir+ 全馬研♯会 年 1回 2日RFIP)催lE]目 :故事セ ミナー (fI*)､ワークショップ書2日自 :特別It沈 (その時の トピックスを括Jlとしている. ･★肋全A :以外(虫JLFLZE)

コーディング . 年 7-8回 捗♯什報書埋士の+門■種としての卒故教書とスキルアップ.併せてZi*qF頼fJg士赦青書7着 (監定BE甘受甘有井格着)の ･捗♯dlqfI士(jE全A.非金A)
(7Je区)

≠JA書JFNL寺

鼓7ト スキルアップ 向 捗dE什頼f理士の書MJL牡 としての卒&故書とスキルアップ.E3常JE雅に必辛とされる匡dt統計処理技法の菅井を日的とし､■

分好 他姓会(2013年dE新政) 年 4(★京のみ) 日本群は虫の会比重でパソコンを使用 し､夷jI的な*菅方式で行う. (正*A.非金A)

JBdEdrtfJf*務の日EAのrqJlや≠JSにIする什租捷供や什牡交 ･*Jb*A:JaL外(●■It丘)合廿 89回(2012年JI★lI) つ くる.

幹dR租H改定時期-1*世 (*京.大阪.拝円)Z?*tEIil改定セ ミナー ･*肋金Aこ以外(金A収支)

I分B

i分野

12.日本臨床心理士会

tB金主dEの研暮の内専守一書テーマ_名称事 書 く主に央施Ill して いるもの) tt 対■書

■■分書によちちめ EEdt+I+Jt 3 ■丘心JI士､大事*生

塵*領4E研書 10 +.大事一t生

司法 .孟春 .f事や 8 iE輸依存者への支臥 再非行 .再犯防止支乱 王生保3Jt牧

4t研♯ 事ぶ研書 ■_大事kt生

子育て支tIJ*座 (共t) 1 ■JtOJL士

子ども膏血支aL研♯ I ELJt心t士.大事IE生

保t心Il■昧研書 1 倶tdL床心4士の活h､他 t一丘心I士

社会的tll分野研書 2 A良心JF士

31 L床心Jt士
苧牧nJf心】壬研書(共催)

私投JDJ一相Jf頼J*研 4 L良心I士
～ のtBt.也

■床めI士めI暮 する研書 20 F鼓■法.他 A斥心JF士.大事t生

Nする研甘 4 ■JE心書士

+ 5 4斥'DI士.大事放生

に■チる 宵､他

5 ■Jt心JI士分 喜d)ぐつて.公的I■で■ く心I士の研暮促JJ.dPE美Vl=
■ ●

t境dt柿的な分P 自殺対策研書 1 ILJEbl士

先達■書支捷研書 a ■､大事Lt生

ひきこもりの理解 2 ■_大事扶生

iAI .多士dL頬舌と 1 多JA古と白坂予防､多I .3A暮t舌にAIする法4JZ)汁.也 ■床心■士
心理姓氏研書 Jfでの確り拍み.他

被書看支社研書 2

千 王日本大書災活h研 ー LJX'DI±他.-+

書q告会 ム､1現地からの*告

5

め也の分牙 各gt士金串当役A向け研書 丘支II.被書書支iI) ■tt英Zfで学ぶ心理♯法 1 英才で学ぶ心理dE法 ■斥心JI士

事例扶肘 1 JLJt心I士

I Jt的研究法 ■点心】I士



13.日本臨床工学技士会

主tの7r♯内8書 (主に奏す暮テーマ､名称書 漉 しているもJJl め) tt 対暮者

■I分Jf 集書籍Jt書ホ官金 年1回 -Fl康夫f指事舌【に求められる色味工事にfllするI書の知t .技術および *̀f生■に対する勃I的で暮切な指事スキルを778するためのl*f会を美施 FL床工事技士､t成校費▲

■ー■分FF qI吸治dEla頼走tA7台 年1BiI PP吸治4qLJ*においてJFM知Ltの向上､Jtの暮い匡■の捷供と 安全社食の書与をEl的とし､PTQ治dEdJtのJIM知 PI床工事技士.その他I+I
ILやチ-ム生*の-Aとしての暮4知tをJL書しそのJr書JIの■iE的として､ r■吸治dE書MA斥工事tL走JAQLJt暮*

▲-兼#也分 血漣浄化Bta緒足すf会 +lEiB 血jt浄化tJtにおいて書円知書の向上､Jlの暮いJIdEの堤.供と 安全社長に8与することを日的とし､JL兼沖化tt dl床工事技士.その他JEdFt
の書M知#やチーム匹dEの-Aとしての暮稚知■をJLBしそのt書dEの■■EI的として r血東沖他+Mql床工事検定BEtJを*沌

壱8i汝安全t現ItE 年書故国 r丑 析 兼*沖化ガイ ドラインJ . (公社 ) E]手中床工事扶 dE床工事技士､EEFF
野 士卓より *行し 現状にNするよう也BfI折したガイドラ

書セミナー インl=示されたiI析淡水JttJIを*払する r壱析兼安全tJi書Jのt成プE)グラムを集▲

不iJL分 不暮よ治dEII一汁定■ 年各ll司 不暮#1枚におけるtのXい5B4のIAにttで書るtL群書をTJtすることをE的とし r不暮J■jb■ヰ暮稚JE■f F■丘工事技士 その他

Y*(暮■■.応用I) a .暮14/応用■J‡IAL､PIT*のJl+JlのPJとして r不■JL姶dEJtMdl斥工事+走BttJを共振 tdFt
PNPjI書MB床工事 キ1昏 出**AでペースメーカJnjLQL7EBt書の合格書を対tにI 旅先工事技士■ 技士IB定のための持 EJIf金をMtL書∩書斥工事技士をtdt(中止2B年丘か
走■Ir* b不生瀬治dtAa沖tJAf金印≠により≠年生で終了)

災書P対I分 災書対*gFB会 年 lrlP 免斥工事技士 .+LI～を中心としたEtdEtのボランティア着tlを円汁に行えるよう､支社ボランティアとして舌hするためのJB+JrJIのY+と支社膏hができる能力を*に付けることを日的[=央* Bl床工事技士 その他

ll*■

ニユケ-ソヨンスキル.★才知廿､学特捜七の壬なる向上を日的l=*耗

FEdE与安全fI暮任 年1回 JldEt叫において匹dEt書の安全任用にiEる点合的安全対 dr床工事技士.その他
書■y会 辞を行うIdEt手車全fJfJE任書をtJ*する. EEdEt

汝▼■A分 日本4床工事技士■書 年1回 (公社)日本血尿工事技士会とE]本4東工事技士故t先取tBhL*の■blによLJ FL斥エ粘 土の■dt 故Tl-F4する Fl床工学技士 *点牧
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日本看護協会等における看護師等の研修に係る
実施状況について

寺門看護師 ･記重曹毒師の糎
2013年6月現在

専 門 看 護 師 罷 定 看 護 師

日 複雑で解決困難な看護問題を持つ個人､家族及び集EEl 特定の看護分野において､熟練した看護技術と知誰を用いて､に対して水準の高い看護ケアを効率 よく提供するため 水準の高 い看護実践ができ､看護現場における看護ケアの広

的 の､特定の専門看護分野の知払及び技術を深め､保健医療福祉の発展に貢献 し併せて看護学の向上をはかる○ がりと貫の向上 をはかる○

役割 ･実践 .相故 .調整･倫 理調整 .教育 .研究 ･実践 .指導 .相執

蘇 実務研修が通算5年以上 実務研修5年以上

麟 (うち3年以上は専門分野の実務研修). (うち3年以上は監定看護分野の実務研修)○

敬育 ･看護系大学院体士辞程修了者で､日本看護系大学協集会が定める専門看護師教育課程基準の所定の単位 (総計26単位または38単位)を取得していること. 認定看護師教育棟程修了 (6ケ月 .615時間以上).

専門 ･がん看護 (432) .慢性疾患看護 (84) ･がん化学療法看護 (1005) .摂食 .療下陣書看捷 (372)

･精神看護 (144) .急性 .重症患者看護 (1ー4) ･がん性療病看護 (631) .糖尿病看護 (438)

･地域看護 (26) .感染症看護 (22) ･感染管理 (1595) .透析看建 (149)･緩和ケア (12b8) .乳がん看護 (187)

管 ･老人看護 (55) .家族支援 (21)･小児看護 (96) .在宅看護 (6)･母性看護 (44) *2013年6月現在仝 f+ 1仙A▲ ･救急看護 (730) .故知症看護 (259)

定看護 ･集中ケア (743) .手術看捷 (235)･皮膚 .排池ケア (1766) .不妊症看護 (120)
分 ･小児救急看護 (158) .坊間看護 (331)

野 ･新生児集中ケア (286) .がん放射線療法看護 (103)

･慢性呼吸器疾患看護 (57) .慢性心不全看護 (60)*2013年6月現在 合 f+ 1rHmL1▲

教 育 機 関 88大 学院 228課程 (2013年4月現在) 54機関 96課程 (2013年4月現在)



専門看護師.認定看護師登録者数の推移

専門看護師登録者数
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人 認定看護師登録者数
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(※控定f捷師登録者blこついては日本f沫協会丑支部より2013年7月18日時点の状況を提供) 2

日本看護協会が実施している研修の数(区分別)
(白木看護協会研修学校まとめ 2013年7月)
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法律の規定について

【保健師助産師看護師法第28条の2】

保健師､助産師､看護師及び准看護師は､免許を受けた後も､瞳床研修その他

の研修を受け､その資質の向上を図るように努めなければならない｡

【看護師等の人材確保の促進に関する法律第5条】

病院等の開設者は､病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で､その専

門知誰と技能を向上させ､かつ､これを看護業務に十分に発揮できるよう､病院

等に勤務する看護師等の処遇の改善､新たに業務に従事する看護師等に対す

る岳床研修その他の研修の実施､看護師等が自ら研修を受ける機会を確保で

きるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければなら

ない｡

新人看護職員研修の状況.病床規模別病院数

鰐 新人看護林見がいる 新人看護牧丘がいない
計 人看護取員研ガイドラインに沿った研修を実施 人看護聴員研修●イドラインに沿わ5:い研修を実施 人看護耽員研を実施していない

巨 _画 熊 輯 3.8JE配惹 憲 二率 蛋 :fil等喜:i:7:ifEf岳:.I.17----:-iiri喜.i.Fg;iif;EJi; レ､､3覇:1_

20～49 駁肴-:-髄 256 140(54.7%) 85(33.2% 24(9.4%) 72

50-99 整.暮塵 麺 772 531(68.8%) 172(22.3%) 59(7.6%) 1388
100-149締 .I.gi.J15 705 ･544(77.2%) 119(16.9% 34(4.8%) _701
150-199 ○ 855 712(83.3%) 100(ll.7% 33(3.9,i) 455
200-299 稜8 78 656(83.7,i) 93(ll-.9% 26(3.3% 30
300-399 玩塾 616 562(91.2% 35く5.7% 16(2.6%) 10
400～499 3琵6 327 298(91.1,i) 18(5.5% 8(2.5,i) 29

500-.599賢莞工 廠 186 176(94.6% 6(3.2% 2(1.1%) 9

600-699賢愚 碗 112 108(96.4,i 3(2.7% 1(0.9% 2
700-799 -.i/5 5 48(96.0%) 1(2% 1(2%)
800-899 I 27 26(96.3%) 1(3.7%

900床以上 .輩 卓. 6∃ 56 56(100.0%) 2

注:*lIは全国の数値｡それ以外は宮城県の石巻医療臥 気仙沼医療圏及び福島県の全域を除いた数値である｡

○



参照条文

○薬剤師法 (昭和三十五年法律第百四十六号)

(調剤の場所)

第二十二条 薬剤師は､医療を受ける者の居宅等 (居宅その他の厚生労働省令で定める

場所をいう｡)において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより､当放居宅等にお

いて調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う鳩舎を除き､薬局以外の場所

で､販売又は授与の目的で調剤してはならない｡ただし､病院若しくは診療所又は飼

育動物診療施設 (獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療

施設をいい､往診のみによって獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含

む｡以下この集において同じ｡)の調剤所において､その病院若しくは診療所又は飼育

動物診療施設で診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによって

研剤する場合及び災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することが

できない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は､この取りでな

い｡

(情報の提供)

第二十五条の二 薬剤師は､販売又は授与の目的で調剤したときは､患者又は現にその

看護に当たっている者に対し､調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供

しなければならない｡

○薬剤師法施行規則 (昭和三十六年厚生省令第五号)

(居宅等において行うことのできる調剤の業務)

第十三条の二 法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は､薬剤師が､

処方せん中に疑わしい点があるかどうかを確認すること及び処方せん中に疑わしい点

があるときは､その処方せんを交付した医師又は歯科医師に問い合わせて､その疑わ

しい点を確かめることとする｡

○薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)

(情報捷供等)

第三十六条の六 (略)

2 (略)

3 薬局開設者又は店舗販売業者は､その薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購

入し､若しくは譲り受けようとする音叉はその薬局若しくは店舗において一般用医薬

品を購入し､苦しく特報り受けた者若しくはこれらの者によって購入され､若しくは

譲り受けられた一般用医薬品を使用する者から相談があった場合には､厚生労働省令

で定めるところにより､医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者をし

て､その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない0

4･5 (略)

○救急救命士法 (平成三年法律第三十六号)

(特定行為等の制限)

第四十四条 (略)

2 救急救命士は､救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚

生労働省令で定めるもの (以下この項及び第五十三条第二号において r救急用自動車

等｣という｡)以外の場所においてその業務を行ってはならない｡ただし､病院又は珍

療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において救急救命

処置を行うことが必要と班められる場合は､この限りでない｡

○救急救命士法施行規則 (平成三年厚生省令第四十四号)

(法第四十四桑葉二項の厚生労働省令で定める救急用自動車等)

第二十二条 法第四十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは､重度傷病者の搬送の

ために使用する救急用自動車､船舶及び航空機であって､法第二条第一項の医師の指

示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構

造設備を有するものとする｡



;--~~- ~~~~~~~~~壷 二 三 ≡ 宝出
第10回チーム医療推進方策検討ワーキンググループ(平成24年8月8日開催)において､歯科衛生士

法の見直しについて検討を行い､以下の方向で改正することについて合意が得られた○

1.歯科衛生士が予防処置を実施する場合の歯科医師の関与の程度の見直し

【現状と課題】

○ 歯科衛生士の修業年限は､法制定当時は1年であったが､昭和58年に2年へ､平成16年には3年へと延長
されており､平成24年度からは､全ての卒業生が3年生課程の履修者となり､歯科衛生士の資質向上が
図られていると言える｡

○ 保健所や市町村保健センター等が､難病患者･障害者を対象とした歯科に関する事業や乳幼児健診等に
おいて予防処置としてフッ化物塗布や歯石除去を行う場合に､歯科医師の立会いが必要となるが､地域に

よっては歯科医師の確保が困難で､直接の指導ができないため事業の実施に支障が生じている例もある｡

法第2条第1項に定める予防処置を実施する際は､例えば､歯科医師と

緊密な連携を確保した上で､歯科医師の直接の指導までは要しないことと

○ 医療現場において抜針等の現行の診療放射線技師の業務範囲には含まれていない行為が､安全性を保っ
た上で､相当程度実施されている｡

E3

○ 医療の高度化･複雑化に対応し､多様な医療スタッフが互いに連携･補完し合い､それぞれの専門性を最大限 F

に発揮する｢チーム医療｣を推進するために､診療放射線技師の業務範囲を拡大する必要がある｡

<検査関連兼務の追加>

診療放射線技師が実施する検査に伴い必要となる以下の行為を､診療の補助として業務範囲に追加｡

kJL..:A.心Li_良 ..l一三11■-

o 関係法令･通知等を改正し､検査関連行為を安全かつ適切に行うために必要な教育内容を､現行の教育内容
に配慮しつつ追加

○ 既に診療放射線技師の資格を取得している者について､医療現場において検査関連行為を実施する際には､

医療機関や轍能団体等が実施する教育･研修を受けるよう促すことで教育内容を担保｡



○歯科衛生士法 (昭和二十三年法律第二百四号)

第二条 この法律において ｢歯科衛生士｣とは､厚生労働大臣の免許を受けて､歯科医

師 (歯科医葉をなすことのできる医師を含む｡以下同じ｡)の直接の指導の下に､歯牙

及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう｡

一 歯牙箆出面及び正常な歯茎の遊離繰下の付着物及び沈着物を機械的操作によって

除去すること｡

二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること｡

2･3 (略)

○保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)

第二十八条のこ 保健師､助産師､看護師及び准看護師は､免許を受けた後も､鵡床研

修その他の研修 (保健師等再教育研修及び准看練師再教育研修を除く｡)を受け.その

資質の向上を図るように努めなければならない｡

○診療放射線技師法 (昭和二十六年法律第二百二十六号)

(定義)

第二粂 (略)

2 この革律で r診療放射線技師｣とは､厚生労働大臣の免許を受けて､医師又は歯科

医師の指示の下に､放射線を人体に対して照射 (撮影を含み､購射機器又は放射性同

位元素 (その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む｡)を人体内に

そう入して行なうものを除く｡以下同じ｡)することを業とする者をいう｡

(画像診断装置を用いた検査の兼務)

第二十四条の二 診療放射線技師は､第二桑葉二項に規定する業務のほか､保健師助産

師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十-粂第一項及び第三十二条の規定

にかかわらず､診療の補助として､磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を

行うための装置であって政令で定めるものを用いた検査 (医師又は歯科医師の指示の

下に行うものに限る｡)を行うことを業とすることができる｡

○理学療法士及び作業療法士法 (昭和四十年法律第百三十七号)

(定義)

第二条 この法律で ｢理学療法｣とは､身体に障害のある者に対し､主としてその基本

的動作能力の回徒を図るため､治療体操その他の運動を行なわせ､及び電気刺激､マ

ッサージ､温熱その他の物理的手段を加えることをいう｡

2-4 (略)

(業務)

第十五集 理学療法士又は作業療法士は､保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第

二百三号)第三十一桑葉一項及び第三十二条の規定にかかわらず､診療の補助として

理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる｡

2･3 (略)

○路床検査技師等に関する法律 (昭和三十三年法律第七十六号)

(保健師助産師看護師法との関係)

第二十条の二 瞳床検査技師は､保健師助産師看鼓師法(昭和二十三年法律第二百三号)

第三十一桑葉一項及び第三十二条の規定にかかわらず､診療の補助として採血 (医師

又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る｡)及び第二条の厚生労働省令で

定める生理学的検査を行うことを業とすることができる｡

2 (略)



を活用し､各医療スタッフの専門性に積極的に委ねるとともに､医療スタッフ間の連携 ･補完を

一層進めることが重要である｡

実際に各医療枚関においてチーム医療の検討を進めるに当たっては､局長通知において

示したとおり､まずは当該医療機関における実情 (医療スタッフの役割分担の現状や業務量､

知誰 ･技能等 )を十分に把握し､各兼務における管理者及び担当者間においての責任の所 r

在を明確化した上で､安心･安全な医療を提供するために必要な具体的な連携 ･協力方法を

決定し､医療スタッフの協働 ･連携によるチーム医療を進めることとし､賞の高い医療の実現

はもとより､快適な聴場環境の形成や効率的な兼務運営の実施に努められたい｡

なお､医療機牌のみならず､各医療スタッフの養成機関､稚能団体､各種学会等において

も､チーム医療の実現の前提となる各医療スタッフの知識 .技術の向上､複数の職種の連携

に関する教育 ･啓発の推進等の取組が梼極的に進められることが望まれる｡

2 各医療スタッフが実施することができる業務の具体例

(1) 薬剤師

近年､医療技術の進展とともに薬物療法が高度化しているため､医療の賞の向上及び医療

安全の確保の親点から､チーム医療において薬剤の専門家である薬剤師が主体的に薬物療

法に参加することが非常に有益である｡

また､後発医薬品の種類が増加するなど､薬剤に関する幅広い知報が必要とされているに

もかかわらず､病棟や在宅医療の場面において薬剤師が十分に活用されておらず､注射剤の

調製 (ミキシング)や副作用のチェック等の薬剤の管理業務について.医師や看捜師が行って

いる場面も少なくない｡

1) 薬剤師を横棒的に活用することが可能な兼務

以下に掲げる業務については､現行制度の下において薬剤師が実施することができること

から､薬剤師を積極的に活用することが望まれる｡

① 薬剤の種類､投与量､投与方法､投与期間等の変更や検査のオーダについて､医師･

薬剤師等により事前に作成･合意されたプロトコールに基づき､専門的知見の活用を通じ

て､医師等と協働して実施すること｡

② 薬剤選択､投与量.投与方法､投与期間等について､医師に対し.柵極的に処方を提

案すること｡

③ 薬物療法を受けている患者 (在宅の患者を含む｡)に対し､薬学的管理 (患者の副作用

の状況の把握､服薬指導等 )を行うこと.

④ 薬物の血中漉度や副作用のモニタリング等に基づき､副作用の発現状況や有効性の確

認を行うとともに､医師に対し､必要に応じて薬剤の変更等を提案すること｡

⑤ 薬物療法の経過等を確認した上で､医師に対し､前回の処方内容と同-の内容の処方

を提案すること｡

⑥ 外来化学療法を受けている患者に対し､医師等と協働してインフォームドコンセントを実

施するとともに､薬学的管理を行うこと｡

⑦ 入院患者の持参薬の内容を確故した上で､医師に対し､服薬計画を提案するなど､当該

患者に対する薬学的管理を行うこと｡

各都道府県知事 殿

医政発 0430第 1号

平成 22年 4月 30日

厚生省医政局長

医療スタッフの協触 .連携によるチ-ム医療の推進について

近年､質が高く､安心で安全な医療を求める患者.家族の声が高まる一方で､医療の高度化

や複強化に伴う業務の増大により医療現場の疲弊が指摘されるなど､医療の在り方が根本的

に問われているところである｡こうした現在の医療の在り方を大きく変え得る取組として､多種 多

様な医療スタッフが､各々の高い専門性を前提とし､目的と情報を共有し､業務を分担するととも

に互いに連携 ･補完し合い､患者の状況に的確に対応した医療を提供するrチーム医療｣に注 目

が集まっており､現に､様 々な医療現場でrチーム医療Jの実践が広まりつつある｡

このため､厚生労働省では､｢チーム医療｣を推進する親点から､｢医師及び医療関係報と事

務柾長等との間等での役割分担の推進について｣(平成 19年 12月 28日付け医政先第

1228001号厚生労働省医政局長通知｡以下r局長通知｣という｡)を発出し､各医療棲関の実

情に応じた適切な役割分担を推進するよう周知するとともに､平成 21年 8月から｢チーム医療の

推進に関する検討会｣(座長 :永井良三東京大学大学院医学研究科教授 )を開催し､日本の実

情に即した医療スタッフの協働 ･連携の在り方等l=ついて検討を重ね.平成 22年 3月 19日に

報告書｢チーム医療の推進についてJを取りまとめた｡

今般､当騒報告嘉の内容を踏まえ､関係法令に照らし､医師以外の医療スタッフが実施する

ことができる兼務の内容について下妃のとおり整理したので､貴報におかれては､その内容につ

いて御了知の上､各医療機関において効率的な兼務運営がなされるよう､貴管内の保健所設

置市､特別区､医療機朗､関係団体等に周知方最いたい｡

なお､厚生労働省としては､医療技術の進展や教育環境の変化等に伴い､医療スタッフの能

力や専門性の程度､患者 ･家族 ･医療関係者のニーズ等も変化することを念頭に置き､今後も.

医療現場の動向の把握に努めるとともに､各医療スタッフが実施することができる業務の内容等

について､適時検討を行う予定であることを申し添える｡

記

1.基本的な考え方

各医療スタッフの専門性を十分に活用して､患者.家族とともに質の高い医療を実現するた

めには､各医療スタッフがチームとして目的と情報を共有した上で､医師等による包括的指示



･発達障害や高次脳機能障害等に対するリハビリテーション

(3) 管理栄養士

近年､患者の高齢化や生活習慣病の有頼者の増加に伴い､患者の栄養状態を改善.維持

し､免疫力低下の防止や治療効果及び QOLの向上等を推進する載点から.傷病者に対する

栄養管理･栄養指導や栄養状態の評価.判定等の専門崇として医療現場において果たし得る

役割は大きなものとなっている｡

以下に掲げる兼務については､現行制圧の下において管理栄養士が実施することができる

ことから､管理栄養士を積種的に活用することが望まれる｡

① 一般食 (常食)について､医師の包括的な指導を受けて､その食事内容や形態を決定し､

又は変更すること｡

② 特別治療食について､医師に対し､その食事内容や形態を提案すること(食事内容等の

変更を提案することを含む｡)0

③ 患者に対する栄養指導について､医師の包括的な指導 (クリティカルパスによる明示等)

を受けて､適切な実施時期を判断し､実施すること｡

④ 推服栄養療法を行別削こ､医師に対し､使用する経腸栄養剤の種類の選択や変更等を

提案すること｡

(4) 路床工学技士

近年､医療技術の進展による医療機器の多様化.高度化に伴い､その操作や管理等の業

務に必要とされる知推 ･技術の専門性が高まる中､当故業務の専門家として医療現場におい

て果たし得る役割は大きなものとなっている｡

1) 噂痕等の吸引

① 人工呼吸皆を装着した患者については､気道の粘液分泌tが多くなるなど､適正な換

気状妙を推持するために噂癖等の吸引が必要となる場合がある｡この噂癖等の吸引につ

いては､人工呼吸拳の操作を安全かつ適切に実施する上で当然に必要となる行為である

ことを踏まえ､臨床工学技士法 (昭和 62年法律第 60号)第 2粂第 2項のr生命維持管

理装置の操作｣に含まれるものと解し,臨床工学技士が実施することができる行為として取

り扱う｡

② ノ臨床工学技士による噂癖等の吸引の実施に当たっては､養成機関や医療機関等にお

いて必要な教育･研修等を受けた臨床工学技士が実施することとするとともに､医師の指

示の下､他職種との適切な連携を周るなど､瞳床工学技士が当故行為を安全に実施でき

るよう留意しなければならない｡今後は､島珠工学技士の養成機関や職能田休等において

も､教育内容の見社Lや研修の実施等の取組を進めることが望まれる｡

2) 動脈留置カテーテルからの採血

① 人工呼吸器を操作して呼吸療法を行う場合､血液中のガス濃度のモニターを行うため､

動脈の留置カテーテルから採血を行う必要がある｡この動脈留置カテーテルからの採血

(以下｢カテーテル採血｣という｡)については､人工呼吸羊の操作を安全かつ適切に実施

する上で当然に必要となる行為であることを踏まえ.臨床工学技士法第 2条第 2項の｢生

⑧ 定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため､処方内容を分割して調剤する

こと｡

⑨ 抗がん剤等の適切な無菌萌製を行うこと｡

2) 薬剤に関する相故体制の整備

薬剤師以外の医療スタッフが､それぞれの専門性を活かして薬剤に関する乗務を行う場

合においても､医療安全の確保に万全を期す観点から､薬剤師の助言を必要とする場面が

想定されることから､薬剤の専門家として各医療スタッフからの相軌に応じることができる体

制を婁えることが望まれる｡

(2) リハビリテーション関係職種

近年､患者の高輸化が進む中､患者の運動機能を維持し､QOLの向上等を推進する観点

から､病棟における急性期の患者に対するリハビリテーションや在宅医療における訴間リハビ

リテーションの必要性が高くなるなど､リ′＼どリテ-シヨンの専門家として医療現場において果た

し得る役割は大きなものとなっている｡

1) 噂痕等の吸引

Q) 理学療法士が体位排療法を実施する際､作業療法士が食事訓練を実施する際､言語

聴覚士が儀下訓練等を実施する鯨など､噂痕等の吸引が必要となる場合がある｡この噂

癖等の吸引については､それぞれの訓練等を安全かつ適切に実施する上で当然に必要と

なる行為であることを踏まえ､理学療法士及び作業療法士法 (昭和 40年法律第 1137号 )

第 2条第 1項のr理学療法｣､同条第 2項のr作業療法｣及び言語聴覚士法 (平成 9年

法律第 132号)第 2条の｢言語訓練その他の訓練｣に含まれるものと解し､理学療法士､

作業療法士及び音詩聴覚士 (以下r理学療法士等Jという｡)が実施することができる行為

として取り扱う｡

② 理学療法士等による噂癖等の吸引の実施に当たっては､養成機関や医療機関等におい

て必要な教育･研修等を受けた理学療法士等が実施することとするとともに､医師の指示

の下､他称桂との適切な連携を図るなど､理学療法士等が当該行為を安全に実施できる

よう留意しなければならない｡今後は､理学療法士等の養成壌関や耽能団体等においても､

教育内容の見直しや研修の実施等TO)取組を進めることが望まれる｡

2) 作業療法の範囲

理学療法士及び作業療法士法第 2条第 1項のr作業療法Jについては､同項のr手芸､

工作｣という文首から､r医療現場において手工芸を行わせることJといった箆艶が広がって

いる｡

以下に掲げる菓務については､理学療法士及び作業療法士法第 2粂第 1項のr作業療

法｣に含まれるものであることから､作業療法士を積極的に活用することが望まれる｡

･移動､食事､捷涯､入浴等の日常生活活動に関するADL訓練

･家事､外出等の IADL訓練

･作業耐久性の向上､作美手順の習得､就労環境-の適応等の職業関連活動の訓練

･福祉用具の使用等に関する訓練

･退院後の住環境への適応訓練



【日本薬剤師会の要望について】

● 薬剤に関する相故や ICTの活用など､薬剤師の業務について時代に即した内容に

見直すべきではないか

● 薬剤師が診療の補助を行うことについては反対

4 薬剤師が診療の補助に関連した兼務を行うことについては､教育体制を大幅に変更

する必要性が生じることにも留意しつつ検討すべき

● 外用薬についても肌の状況を見ながら貼付等を行っており､十分な教育が必要とな

る

● 薬剤師の一般用医薬品の相談業務については現状でも行われていると考えており､

あえて菓掛 こ追加する必要性があるのか

● 在宅だけでなく､介護保険施設においても薬剤師が医師や看護師と連携する必要性

が増してきている

【チーム医療推進協離会の要望について】

● 包括的指示という青菜が多用されているが､チーム医療を推進するためには､むし

ろ､医師の具体的な指示の下.各弛種が専門性を尊重し合うチ-ムを輔成する必要

がある

● 包括的指示という言葉は ｢丸投げ｣という印象を与えるため､安易に用いるべきで

はない

● プロトコールが棟準化できないケースもあり､包括的指示を安易に使うべきではない

● 研修システム-の支援について､予算面の支援の話は別として､枠組みの構築やそ

の普及については.医療関係職種の各団体がプロフェッショナルの団体である以上､

国に頼るのというのはいかがなものか

● 医師については専門医制度を各学会が行っているが､各医療関係聴種についてもそ

のような枠組みを広めていく努力が必要なのではないか｡その上で､その認定を受

けていることについて各医療披関が評価するような環境を作っていくことが重要で

はないか｡

● 研修のあり方について議論する際には､卒前教育においてチーム医療の観点がどの

ように含まれているかを参考にしてはどうか｡

● 高度な実践能力の向上という意味では研修制度は重要であるが､資格とリンクさせ

るのではなく､それを修了していることが医療現場で評価されるようにしていくこ

とが必要なのではないか｡

命維持管理装置の操作｣に含まれるものと解し､臨床工学技士が実施することができる行

為として取り扱う｡

② 臨床工学技士によるカテーテル採血の実施に当たっては､養成機関や医療機関等に

おいて必要な教育･研修等を受けた臨床工学技士が実施することとするとともに､医師の

指示の下.他他種との適切な連携を図るなど､臨床工学技士が当該行為を安全に実地で

きるよう留意しなければならない｡今後は､臨氏工学技士の養成機関や職能団体等におい

ても､教育内容の見直しや研修の実施等の取組を進めることが望まれる｡

(5) 診療放射線技師

近年､医療技術の進展により,悪性腫癌の放射線治療や画像検査等が一般的なものにな

るなど､放射線治療.検査･管理や画像検査等に関する乗務が増大する中､当該乗務の専門

家として医療規格において果たし得る役割は大きなものとなっている｡

以下に掲げる業務については_現行制度の下において診療放射線技師が実施することがで

きることから､診療放射線技師を横棒的に活用することが望まれる｡

① 画像診断における読影の補助を行うこと｡

② 放射線検査等に関する説明･相談を行うこと｡

(6) その他

(1)から(5)までの医療スタッフ以外の職種 (歯科医師､看護職見.歯科衛生士､臨床検

査技師､介護恥員等)についても､各種業務量の増加や在宅医療の推進等を背景として､各

業務の専門家として医療現場において果たし得る役割は大きなものとなっていることから､各

職種を積極的に活用することが望まれる｡

また､医療スタッフ間の連携･補完を推進する観点から､他施設と連携を図りながら患者の

退院支援等を実施する医療ソーシャルワーカー (MSW)や､医療スタッフ間におけるカルテ等の

診療情報の活用を推進する診療情報管理士等について､医療スタッフの一見として積極的に

活用することが望まれる｡

さらに､医師等の負担廃滅を図る観点から､局長通知において示した事務職良の積極的な

活用に関する具体例を参考として､暮類作成 (診断霊や主治医意見書等の作成 )等の医療

関係事務を処理する事務他見 (医療クラーク)､看溝兼務等を補助する看護補助者､検体や

雷類.伝票等の運搬乗務を行う事務職員 (ポーターやメッセンジャー等)等､様々な事務林見

についても､医療スタッフの一員として効果的に活用することが望まれる｡






